
三重県における補助金等の基本的な在り方に関する条例（平成１５年三重県条例第３１号）第５条の規定により
平成２８年定例会（２月）に係る予算に関する補助金等に係る資料を公表します。
なお、見込みであるため交付決定とは異なる可能性があります。

第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：防災対策部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 地域減災力強化

推進補助金
未定
（事業実施市町）

91,000
（未定）

地震・津波や風水害等の自然災害からの被
害を軽減し、避難者への支援を行うとともに、
災害発生時の孤立化を防止するため、避難所
の総合的な整備やハザードマップの作成、災
害時要援護者個別避難計画の作成、衛星携
帯電話の整備、避難誘導標識の整備などを
実施する市町に対し、その経費の1/2以内を
補助する。

（目的・理由）
市町が実施する防災・減災
対策事業に支援を行うこと
で、地震・津波や風水害等の
自然災害からの被害の軽減
や、県民の生命、身体の安
全を確保する。

（根拠）
防災対策部関係補助金等交
付要綱

⑤シビルミニマム
洪水・土砂災害避難対策、災
害時要援護者避難対策、孤
立化防止対策、避難所対
策、観光客避難対策を実施
し、県民の生命、身体の安全
を確保する必要がある。

防災企画・
地域支援課

総務費 防災費 防災総
務費

地震対策費

2 県北部海抜ゼロ
メートル地帯避難
対策補助金

桑名市、木曽岬町 20,000
（未定）

海抜ゼロメートル地帯が抱える津波避難に関
する課題に対応するため、南海トラフ特別措
置法における津波避難特別強化地域の指定
から外れた県北部の海抜ゼロメートル地帯を
有する市町を対象とし、国の防災・安全交付
金等を充当した津波避難施設や避難路の整
備に対し、その経費の1/6以内を補助する。
また、ゴムボートの整備について、その経費の
1/2以内を補助する。

（目的・理由）
市町が実施する防災・減災
対策事業に支援を行うこと
で、地震・津波などの自然災
害からの被害の軽減や、県
民の生命、身体の安全を確
保する。

（根拠）
防災対策部関係補助金等交
付要綱

⑤シビルミニマム
津波避難対策を実施し、県
民の生命、身体の安全を確
保する必要がある。

同上 同上 同上 同上 同上

3 伊勢志摩サミット
消防・救急体制整
備費交付金

未定
（事業実施地方公
共団体）

350,706
（未定）

伊勢志摩サミットにおける消防・救急体制の充
実・強化を図るため、本県に消防職員等を派
遣して、伊勢志摩サミットの円滑な実施のため
に必要な消防の応援活動を行った地方公共
団体や、応援活動円滑化のための受援活動
を行った県内地方公共団体を対象に、活動に
要した経費を補てんする。

（目的・理由）
伊勢志摩サミットにおける消
防・救急体制の充実強化を
図る。

（根拠）
防災対策部関係補助金等交
付要綱

①公共財
伊勢志摩サミットにおける盤
石な消防・救急体制を確保
し、災害の発生防止及び発
生時の被害軽減を図るもの
であり、公益性がある。

消防・保安
課

同上 同上 消防指
導費

消防費

平成28年2月18日
連絡先
総務部
財政課

電話 059-224-2119

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

交付の目的、根拠及び理由

防災対策部 １



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：戦略企画部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 高等教育機関魅

力向上支援補助
金

未定 未定 学生の確保、学生の県内
定着等に向けて高等教育
機関が行う魅力向上・差別
化に向けた取組に対して
補助金を交付する。

（目的・理由）
高等教育機関の学生確保や学
生の県内就職等に向けた取組
を支援することで、若者の県内
定着を促進する。

（根拠）
戦略企画部関係補助金等交付
要綱

外部（不）経済
高等教育機関の存在が地
域経済に与える影響は大
きく、人口減少社会におい
て高等教育機関が存続・
発展し、若者の県内定着
に貢献することが地域振興
にとって重要であるため、
県が支援を行う。

戦略企画
総務課

総務費 企画費 企画費 高等教育機関
における地方
創生に向けた
取組支援事業
費

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

戦略企画部 １



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 福祉休養ホーム

瀞流荘整備事業
費補助金

熊野市
熊野市井戸町796

23,514
（未定）

平成26年度に熊野市に
譲渡した瀞流荘の大規模
改修工事等に要する経費
を補助する。

（目的・理由）
市へ譲渡した瀞流荘につ
いて、管理運営を一元化
し、施設改修することで、
効率的・効果的な経営に
つなげるとともに、集客機
能を強化する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

公共財
平成26年度に市へ譲渡し
た施設について、市が集
客機能強化のために実施
する改修工事に要する経
費に対し一定額を補助す
ることは、公益性がある。

健康福祉
総務課

民生
費

社会
福祉
費

社会
福祉
総務
費

社会福祉関
係総務費

2 生活衛生営業指
導センター補助
金

公益財団法人三
重県生活衛生営
業指導センター
津市鳥居町251-5

19,224
（H28.10）

公益財団法人三重県生
活衛生営業指導センター
が行う、生活衛生関係営
業に関する施設の衛生維
持及び改善向上並びに
経営の健全化についての
相談及び指導等の事務
にかかる経費について補
助する。

（目的・理由）
県内生活衛生関係営業
者の経営の健全化を促進
し、公衆衛生の確保を図
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
県内全域の生活衛生水準
の維持向上、公衆衛生の
確保を図るものであり、社
会的効用性を発生させる
ものとして、公益性があ
る。

食品安全課 衛生
費

環境
衛生
費

環境
衛生
指導
費

生営法施行
費

3 感染症指定医療
機関運営事業費
補助金

日本赤十字社三
重県支部
津市栄町1-891

12,344
(未定)

感染症法に基づく感染症
指定医療機関の病床運
営に要する経費を補助す
る。

（目的・理由）
感染症指定医療機関の
円滑な感染症病床運営を
図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
県民の生活に危険を与え
る感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療を
確保するものであり、県民
の健康的な生活のための
環境整備として公益性が
ある。

薬務感染
症対策課

同上 公衆
衛生
費

予防
費

防疫対策費

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

健康福祉部 1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

4 医療情報データ
ベース構築支援
事業補助金

国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2丁目
174

42,350
（未定）

県内中核病院が有する電
子カルテ情報等につい
て、標準化し集約のうえ
データベース化を行う経
費に対して補助する。

（目的・理由）
医療介護総合確保法に
かかる三重県計画に基づ
き、医療機関間の切れ目
のない地域医療連携や大
規模災害等を想定した患
者診療情報の保全等を図
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
県内中核病院の電子カル
テ情報等の集約により、地
域医療連携や患者診療情
報の保全等を図るもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

ライフイノ
ベーション
課

衛生
費

医薬
費

薬務
費

みえライフイノ
ベーション総
合特区推進
事業費

5 三重県交通施設
バリアフリー化設
備モデル整備補
助金

近畿日本鉄道株
式会社
大阪府大阪市天
王寺区上本町6-
1-55

72,668
(未定)

鉄道事業者が行う近鉄伊
勢若松駅、近鉄松阪駅、
近鉄阿倉川駅のバリアフ
リー化に要する経費の一
部を補助する。

（目的・理由）
公共交通機関を利用する
際に、だれもが安全で自
由に移動できるよう、鉄道
事業者が行う駅舎のバリ
アフリー化を支援する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビル・ミニマム
誰もが安全で自由に移動
できるよう、駅舎の段差解
消、多機能トイレ等のバリ
アフリー化を支援すること
は、最低限度の生活環境
基準を確保するために必
要であり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

地域福祉
課

民生
費

社会
福祉
費

社会
福祉
総務
費

UD（ユニバー
サルデザイ
ン）のまちづく
り総合推進事
業費

6 同上 東海旅客鉄道株
式会社
愛知県名古屋市
中村区名駅1丁目
1番4号

16,600
(未定)

鉄道事業者が行うJR松
阪駅のバリアフリー化に
要する経費の一部を補助
する。

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

健康福祉部 2



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

7 生活困窮者就労
準備支援事業費
等（日常生活自
立支援事業・福
祉サービス利用
援助等事業）補
助金

社会福祉法人三
重県社会福祉協
議会
津市桜橋2丁目
131

166,084
（未定）

判断能力に不安のある認
知症高齢者や知的障が
い者等が安心して暮らし
ていけるよう、三重県社
会福祉協議会が行う福祉
サービスの利用援助等を
支援する。

（目的・理由）
認知症高齢者、知的障が
い者、精神障がい者など
判断能力が不十分な方
が自立した地域生活を送
れるよう福祉サービスの
利用援助等を行い、権利
擁護に資する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビル・ミニマム
判断能力が不十分な方が
自立して地域で生活できる
よう福祉サービスの利用
援助等を行うことにより、
その方の権利擁護を図る
ものであり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

地域福祉
課

民生
費

社会
福祉
費

社会
福祉
総務
費

福祉サービス
利用支援事
業費

8 福祉活動指導員
設置費補助金

社会福祉法人三
重県社会福祉協
議会
津市桜橋2丁目
131

40,000
(H29.1）

三重県社会福祉協議会
の福祉活動指導員の人
件費に対して助成する。

(目的・理由）
三重県社会福祉協議会
の活動の強化を図り、民
間社会福祉活動の充実、
発展を推進する。
「社会福祉協議会活動の
強化について」(平成11年
4月8日付け厚生省社会・
援護局長通知)

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
三重県社会福祉協議会の
活動を強化することによ
り、民間社会福祉活動の
充実、発展を図るものであ
り、社会的効用を発生させ
るものとして公益性があ
る。

同上 同上 同上 同上 民間福祉団
体等協働事
業費

健康福祉部 3



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

9 社会福祉研修セ
ンター事業費補
助金

社会福祉法人三
重県社会福祉協
議会
津市桜橋2丁目
131

10,158
（H29.1)

三重県社会福祉協議会
が実施する社会福祉研修
センターの事業に対して
補助する。

（目的・理由）
社会福祉施設職員の資
質向上を図り、社会福祉
事業全体の質の向上を目
的とする。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
三重県社会福祉協議会が
研修事業を実施することに
より、社会福祉施設職員
の資質向上が図られ、社
会的効用を発生させるも
のとして公益性がある。

地域福祉
課

民生
費

社会
福祉
費

社会
福祉
総務
費

福祉人材養
成事業費

10 社会福祉施設職
員等退職手当共
済事業給付費補
助金

独立行政法人福
祉医療機構
東京都港区虎ノ門
4-3-13

347,940
（未定)

県内社会福祉施設等の
被共済職員が退職したと
きに、機構が支給する退
職手当金の一部について
補助する。

（目的・理由）
社会福祉施設職員等退
職手当共済法に基づき、
独立行政法人福祉医療
機構が実施する社会福祉
施設職員等退職手当共
済事業に要する経費を補
助することにより、社会福
祉施設職員等の処遇向
上を図る。

（根拠）
社会福祉施設職員等退
職手当共済法

シビルミニマム
社会福祉施設職員等退職
手当共済法に基づき、社
会福祉施設職員等の退職
手当金の一部を補助する
ことにより、職員の処遇向
上を図るものであり、公益
性がある。

同上 同上 同上 同上 福祉人材確
保対策費

健康福祉部 4



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

11 介護福祉士修学
資金等貸付事業
補助金

社会福祉法人三
重県社会福祉協
議会
津市桜橋2丁目
131

317,278
（H28.3）

介護福祉士修学資金及
び再就職準備金の貸付を
実施する県社会福祉協議
会に対して、事業の実施
のために必要な貸付原資
等の補助を行う。

(目的・理由）
介護福祉士養成施設で
資格取得をめざす学生を
対象とした介護福祉士修
学資金や離職した一定の
経験を有する介護人材が
再就職する際に必要な再
就職準備金の貸付を行う
ことにより、介護人材の確
保に資する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
高齢化が進展する中で、
求められる介護サービス
を提供するための介護人
材の確保を図るものであ
り、社会的効用を発生させ
るものとして公益性があ
る。

地域福祉
課

民生
費

社会
福祉
費

社会
福祉
総務
費

福祉人材確
保対策費

12 軽費老人ホーム
運営費補助金

社会福祉法人青
山里会
四日市市山田町
5500-1

162,514
（未定)

軽費老人ホーム（Ａ型・ケ
アハウス）の運営に必要
な経費に対して補助金を
交付する。

（目的・理由）
軽費老人ホームの安定的
な施設運営を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
軽費老人ホームは低所得
者が入居できる施設であ
り、軽費老人ホームの安
定的な施設運営を図ること
は、最低限度の生活環境
基準を確保するために必
要であり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

長寿介護
課

同上 同上 老人
福祉
費

高齢者在宅
生活支援事

業費

13 同上 社会福祉法人長
茂会
尾鷲市大字南浦
4587-4

91,661
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

健康福祉部 5



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

14 軽費老人ホーム
運営費補助金

社会福祉法人聖フ
ランシスコ会
津市安濃町妙法
寺892

69,158
（未定)

軽費老人ホーム（Ａ型・ケ
アハウス）の運営に必要
な経費に対して補助金を
交付する。

（目的・理由）
軽費老人ホームの安定的
な施設運営を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
軽費老人ホームは低所得
者が入居できる施設であ
り、軽費老人ホームの安
定的な施設運営を図ること
は、最低限度の生活環境
基準を確保するために必
要であり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

老人
福祉
費

高齢者在宅
生活支援事

業費

15 同上 社会福祉法人鈴
の音会
松阪市鎌田町
284-1

63,548
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

16 同上 社会福祉法人太
陽の里
松阪市若葉町80
番5

49,419
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

17 同上 社会福祉法人こも
はら福祉会
名張市西田原
2000番地

35,328
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

18 同上 社会福祉法人博
愛会
鈴鹿市長法寺町
字権現763

33,614
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

19 同上 社会福祉法人英
水会
四日市市鵜の森1
丁目4番3号

33,174
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

健康福祉部 6



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

20 軽費老人ホーム
運営費補助金

社会福祉法人陽
光会
鈴鹿市神戸3丁目
17-32

32,915
（未定)

軽費老人ホーム（Ａ型・ケ
アハウス）の運営に必要
な経費に対して補助金を
交付する。

（目的・理由）
軽費老人ホームの安定的
な施設運営を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
軽費老人ホームは低所得
者が入居できる施設であ
り、軽費老人ホームの安
定的な施設運営を図ること
は、最低限度の生活環境
基準を確保するために必
要であり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

老人
福祉
費

高齢者在宅
生活支援事

業費

21 同上 社会福祉法人ユー
トピア
四日市市久保田2
丁目12-8

32,488
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

22 同上 社会福祉法人三
重ベタニヤ
津市豊が丘5丁目
47番10号

32,074
（未定）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

23 同上 社会福祉法人鈴
鹿聖十字会
三重郡菰野町宿
野1433-74

31,212
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

24 同上 社会福祉法人聖ヨ
ゼフ会松阪
松阪市小阿坂町
1988-6

30,271
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

健康福祉部 7



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

25 軽費老人ホーム
運営費補助金

社会福祉法人グ
リーンセンター福
祉会
名張市東田原
2745番地

28,947
（未定)

軽費老人ホーム（Ａ型・ケ
アハウス）の運営に必要
な経費に対して補助金を
交付する。

（目的・理由）
軽費老人ホームの安定的
な施設運営を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
軽費老人ホームは低所得
者が入居できる施設であ
り、軽費老人ホームの安
定的な施設運営を図ること
は、最低限度の生活環境
基準を確保するために必
要であり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

老人
福祉
費

高齢者在宅
生活支援事

業費

26 同上 社会福祉法人ア
イ・ティ・オー福祉
会
津市河芸町一色
39番地1

28,224
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

27 同上 社会福祉法人神
戸福祉会
松阪市下村町
2476番地

27,916
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

28 同上 社会福祉法人恵
成会
伊賀市高畑字深
田784-2

26,505
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

29 同上 社会福祉法人三
重豊生会
度会郡度会町大
野木2945番地2

25,255
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

30 同上 社会福祉法人伊
勢湾福祉会
鈴鹿市南若松町
字南新田1番地

24,970
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

31 軽費老人ホーム
運営費補助金

医療法人社団川
越伊藤医院
三重郡川越町豊
田299番地1

21,300
（未定)

軽費老人ホーム（Ａ型・ケ
アハウス）の運営に必要
な経費に対して補助金を
交付する。

（目的・理由）
軽費老人ホームの安定的
な施設運営を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
軽費老人ホームは低所得
者が入居できる施設であ
り、軽費老人ホームの安
定的な施設運営を図ること
は、最低限度の生活環境
基準を確保するために必
要であり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

老人
福祉
費

高齢者在宅
生活支援事

業費

32 同上 社会福祉法人いろ
どり福祉会
津市芸濃町椋本
3805番地2

18,649
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

33 同上 社会福祉法人高
田福祉事業協会
津市大里野田町
字宮下1124-1

15,937
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

34 同上 社会福祉法人洗
心福祉会
津市本町26番地
13号

14,229
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

35 同上 社会福祉法人正
寿会
津市戸木町4187

13,790
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

36 同上 社会福祉法人賀
集会
伊勢市宇治浦田3
丁目23番15号

11,553
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

健康福祉部 9



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

37 軽費老人ホーム
運営費補助金

医療法人康誠会
員弁郡東員町穴
太2400

11,304
（未定)

軽費老人ホーム（Ａ型・ケ
アハウス）の運営に必要
な経費に対して補助金を
交付する。

（目的・理由）
軽費老人ホームの安定的
な施設運営を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
軽費老人ホームは低所得
者が入居できる施設であ
り、軽費老人ホームの安
定的な施設運営を図ること
は、最低限度の生活環境
基準を確保するために必
要であり、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

老人
福祉
費

高齢者在宅
生活支援事

業費

38 同上 社会福祉法人菊
寿会
北牟婁郡紀北町
海山区矢口浦842
番地

11,219
（未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

39 地域医療介護総
合確保基金事業
補助金

未定 未定
（未定）

地域密着型特別養護老
人ホーム等の施設整備等
及び開設に係る準備経費
や、特別養護老人ホーム
の多床室のプライバシー
保護改修に係る経費を助
成する。

（目的・理由）
将来のニーズをふまえた
介護基盤の整備と、施設
開設時からの安定した質
の高いサービス提供体制
を支援する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
入所が必要な高齢者が円
滑に入所できるよう施設整
備を推進することや、入所
施設が施設開設時から安
定した質の高いサービスを
提供するための体制整備
を支援することは、県民の
健康的な生活のための環
境整備として公益性があ
る。

同上 同上 同上 同上 介護基盤整
備関係事業
費

健康福祉部 10



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

40 老人保健福祉施
設整備費補助金

未定 未定
（未定）

特別養護老人ホーム等の
整備に係る経費を助成す
る。

（目的・理由）
必要な介護基盤を整備す
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
在宅での生活が困難で施
設サービスを希望する高
齢者が円滑に入所できる
よう施設整備を推進するこ
とは、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

長寿介護
課

民生
費

社会
福祉
費

老人
福祉
費

介護基盤整
備関係事業
費

41 障害者施設整備
事業費補助金

未定 未定
（未定）

障がい児・者施設等の施
設及び設備の整備に要
する経費を補助する。

（目的・理由）
社会福祉法人等が設置
する障がい児・者施設等
の施設及び設備の整備
に要する経費を助成する
ことにより、障がい福祉
サービスの基盤の充実等
を図る。

（根拠）
社会福祉施設等施設整
備費国庫補助金交付要
綱
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
障がいのある方が、必要
な福祉サービスを受けら
れる基盤を整備すること
は、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

障がい福祉
課

同上 同上 障がい
者福
祉費

地域生活移
行推進事業
費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

42 障がい者スポー
ツ推進事業補助
金

社会福祉法人三
重県厚生事業団
津市一身田大古
曽670−2

21,660
（Ｈ28.4）

社会福祉法人等が実施
する障がい者スポーツの
人材育成を支援する経費
に対して補助する。

（目的・理由）
全国障害者スポーツ大会
や東京オリンピック・パラ
リンピックに向けて、障が
い者のスポーツへの参加
意欲の向上と機会の充実
を図り、障がい者の自立
と社会参加を推進できる
よう支援する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
障がい者スポーツの推進
は、障がい者がスポーツを
きっかけとして自立と社会
参加を果たし、障がい者福
祉の向上に資するもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

障がい福祉
課

民生
費

社会
福祉
費

障がい
者福
祉費

障がい者社会
活動推進事
業費

43 点字図書館運営
事業費補助金

社会福祉法人伊
賀市社会事業協
会
伊賀市朝屋739-2

28,452
（Ｈ28.12）

社会福祉法人等が設置
する点字図書館の運営に
かかる経費を補助する。

（目的・理由）
点字・録音図書の貸出や
閲覧等を通じて視覚障が
い者が必要な情報を入手
できるよう支援する。

（根拠）
身体障害者保護費国庫
負担（補助）金交付要綱
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
視覚障がい者や支援者等
が必要とする情報を入手
できる環境を整え、障がい
者の社会参加を促進する
ことは、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

44 福祉医療費助成
制度推進交付金

公益社団法人三
重県医師会
津市桜橋2-191-4

42,545
（H28.6）

福祉医療費助成制度や
医療保険制度に関し、医
師会が実施する周知活
動、医療の質を確保する
ための医師の研修、地域
住民を対象とした健康教
育等の経費について交付
する。

（目的・理由）
福祉医療費助成事業対
象者の健康の保持増進を
図るとともに、福祉医療費
助成事業の円滑な実施を
図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
障がい者･一人親家庭等･
子どもが健康的な生活を
享受することを目的として
実施する福祉医療費助成
制度の円滑な実施を図る
ために必要な事業であり、
県民の健康的な生活のた
めの環境整備として公益
性がある。

医務国保
課

民生
費

社会
福祉
費

国民
健康
保険
指導
費

福祉医療対
策費

45 三重県国民健康
保険調整交付金

未定（県内市町） 未定
（H28.9）

市町間において産業構
造、住民の所得、家族構
成等により被保険者の保
険料(税)負担能力等には
格差が存在しているた
め、定率国庫負担のみで
は解消できない市町間の
財政調整を実施する。

（目的・理由）
市町国保の財政運営の
安定化を図るため、交付
金を交付する。

（根拠）
国民健康保険法
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
ナショナル･ミニマムを担保
する国民健康保険制度に
おいて、市町国保間の財
政格差を縮小し、財政運
営の不安定性の緩和を図
るものであり、県民の健康
的な生活のための環境整
備として公益性がある。

医務国保
課

同上 同上 同上 国民健康保
険行政事務
費

健康福祉部 13



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

46 障がい者医療費
補助金

未定（県内市町） 未定
（H28.6）

市町が障がい者に対して
実施する医療費助成事業
を支援し、その費用の一
部を補助する。

（目的・理由）
障がい者が必要な医療を
受けられる環境を整え、
福祉の向上と健康の保持
増進を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
障がい者が必要な医療を
受けられる環境を整えるこ
とにより、健康的な生活を
享受できるようにするため
の事業であり、県民の健
康的な生活のための環境
整備として公益性がある。

医務国保
課

民生
費

社会
福祉
費

障がい
者福
祉費

障がい児（者）
医療対策費

47 子ども医療費補
助金

未定（県内市町） 未定
（H28.6）

市町が子どもに対して実
施する医療費助成事業を
支援し、その費用の一部
を補助する。

（目的・理由）
次世代育成の重要性から
子育て家庭の経済的負
担を軽減し、子どもの医
療を受けられる環境を整
える。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
子どもが必要な医療を受
けられる環境を整えること
により、健康的な生活を享
受できるようにするための
事業であり、県民の健康
的な生活のための環境整
備として公益性がある。

同上 同上 児童
福祉
費

児童
福祉
総務
費

子ども医療対
策費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

48 一人親家庭等医
療費補助金

未定（県内市町） 未定
（H28.6）

市町が一人親家庭等に
対して実施する医療費助
成事業を支援し、その費
用の一部を補助する。

（目的・理由）
一人親家庭等の医療を受
けられる環境を整え、福
祉の向上と健康の保持増
進を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
一人親家庭等が必要な医
療を受けられる環境を整
えることにより、健康的な
生活を享受できるようにす
るための事業であり、県民
の健康的な生活のための
環境整備として公益性が
ある。

医務国保
課

民生
費

児童
福祉
費

母子
福祉
費

母子医療対
策費

49 医学的リハビリ
テーション施設施
設整備事業補助
金

藤田保健衛生大
学七栗記念病院
津市大鳥町424-1

未定
(未定)

県内で不足する回復期リ
ハビリテーション病棟を整
備するための工事にかか
る経費を補助する。

（目的・理由）
医療介護総合確保法に
かかる三重県計画に基づ
き、急性期から回復期、
在宅医療に至るまでの一
連のサービスが地域にお
いて提供できるよう、不足
する回復期病床を整備す
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
地域における医療及び介
護を総合的に確保するた
め、医療提供体制の機能
整備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

50 医学的リハビリ
テーション施設施
設整備事業補助
金

医療法人全心会
伊勢慶友病院
伊勢市常磐2-7-
28

未定
(未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

健康福祉部 15



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

51 医学的リハビリ
テーション施設施
設整備事業補助
金

伊賀市立上野総
合市民病院
伊賀市四十九町
831

未定
(未定)

県内で不足する回復期リ
ハビリテーション病棟を整
備するための工事にかか
る経費を補助する。

（目的・理由）
医療介護総合確保法に
かかる三重県計画に基づ
き、急性期から回復期、
在宅医療に至るまでの一
連のサービスが地域にお
いて提供できるよう、不足
する回復期病床を整備す
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
地域における医療及び介
護を総合的に確保するた
め、医療提供体制の機能
整備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

医務国保
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

52 県南地域医療確
保推進事業補助
金

日本赤十字社三
重県支部
津市栄町1-891

67,000
（H28.4）

県南地域において、が
ん、脳卒中、救急医療、
小児医療などにかかる対
策等を総合的に実施する
医療機関に対して必要な
経費の一部を補助する。

（目的・理由）
県南地域の医療を確保す
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
県南地域の拠点病院とし
てさらなる医療機能の提
供・充実を図るものであ
り、社会的効用を発生させ
るものとして公益性があ
る。

同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

53 医療施設設備整
備費補助金

独立行政法人地
域医療機能推進
機構四日市羽津
医療センター
四日市市羽津山
町10－8

21,884
（未定）

共同利用施設又は地域
医療支援病院として必要
な共同利用高額医療機
器の購入費用の一部を補
助する。

（目的・理由）
共同利用を目的とした高
額医療機器を整備するこ
とで、共同利用施設として
地域の医療機関の連携
や医療資源の効率的活
用を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
地域における医療水準の
向上に資するため、医療
提供体制の機能整備・充
実を図るものであり、県民
の健康的な生活のための
環境整備として公益性が
ある。

医務国保
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

54 医療施設施設整
備費補助金

三重県厚生農業
協同組合連合会
松阪中央総合病
院
松阪市川井町字
小望102

31,906
（未定）

地球温暖化対策に資する
医療機関の整備に必要な
費用の一部を補助する。

（目的・理由）
医療機関における地球温
暖化対策の取組を推進す
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
医療機関における温室効
果ガスの排出量削減に資
するものであり、社会的効
用を発生させるものとして
公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

健康福祉部 17



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

55 医療施設施設整
備費補助金

未定 未定
（未定）

病院や有床診療所におけ
るスプリンクラー施設、自
動火災報知設備、火災通
報装置の整備に必要な費
用の一部を補助する。

（目的・理由）
患者が安全・安心して医
療機関に入院することが
できるよう、火災発生時に
初期消火を行うためのス
プリンクラー等の設置を
推進する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
火災発生時の患者の安全
を確保するためのもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

医務国保
課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

56 公立大学法人三
重県立看護大学
運営費交付金

公立大学法人三
重県立看護大学
津市夢が丘1-1-1

732,622
（未定）

公立大学法人三重県立
看護大学の運営費を交付
する。

(目的・理由）
公立大学法人三重県立
看護大学が、その運営を
確実に実施するために必
要な経費を運営費交付金
として交付する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
看護職者の育成、教育を
行う大学の運営に要する
経費を交付することによ
り、県内外の医療機関に
おける看護職者の充実を
図るものであり、社会的効
用を発生させるものとして
公益性がある。

同上 同上 同上 医療
従事
者養
成費

公立大学法
人関係事業
費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

57 救命救急セン
ター運営事業補
助金

未定 197,714
(未定)

休日夜間における重篤救
急患者の医療を確保する
ため、救命救急センター
を設置した場合にその運
営経費の一部を補助す
る。

（目的・理由）
重篤な救急患者に対し、
高度な救急医療を24時間
体制で提供する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
三次救急医療体制の整
備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

地域医療
推進課

衛生
費

医薬
費

医務
費

救急医療対
策費

58 三重県地域医療
再生事業補助金
（桑名市民病院と
山本総合病院の
再編統合に伴う
地域中核病院整
備事業）

桑名市
桑名市中央町2-
37

672,000
(H28.4)

地域医療再生計画に基
づき、桑名地域における
医療体制の再構築を図る
ため、桑名市民病院と山
本総合病院の再編統合
に必要な整備費用の一部
を補助する。

（目的・理由）
医療体制の維持が困難
な桑名地域において、医
療機関の再編統合などを
支援することにより地域
の医療体制の再構築を図
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医師不足などの理由か
ら、救急をはじめとする医
療体制の維持が困難な桑
名地域に対し、医療機関
の再編統合などを支援す
ることにより、地域の医療
体制の再構築を図るもの
であり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

59 ドクターヘリ運航
事業補助金

国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2-174

221,692
(H29.3)

救急患者の救命率等の
向上、広域救急患者搬送
体制の向上等を図るた
め、ドクターヘリの運航を
行う場合にその運航経費
の一部を補助する。

（目的・理由）
重篤な救急患者に対し、
高度な救急医療を提供す
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
三次救急医療体制の整
備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

60 救急患者搬送情
報共有システム
運営補助金

未定 28,762
（未定）

情報携帯端末を活用して
早期に適切な医療機関に
救急患者を搬送するため
のシステムの円滑な運用
を図るため、必要な経費
について補助する。

（目的・理由）
救急患者の早期で適切な
医療機関への搬送を円滑
にする。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
救急患者の医療機関への
搬送の円滑化を図るもの
であり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

地域医療
推進課

衛生
費

医薬
費

医務
費

救急医療対
策費

61 小児救急医療拠
点病院運営補助
金

未定 40,574
（未定）

休日夜間における小児の
重篤救急患者の医療を確
保するため、小児救急医
療拠点病院の運営経費
の一部を補助する。

（目的・理由）
小児の救急患者に対し、
高度な救急医療を24時間
体制で提供する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
小児救急医療体制の整
備・充実を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

62 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
（周産期母子医
療センター運営
事業）

未定 62,067
(未定)

ハイリスク妊産婦の妊娠・
分娩管理、ハイリスク新
生児の集中治療等を実施
するため、新生児集中治
療管理室（NICU）、母体・
胎児集中治療管理室
（MFICU）等を整備する周
産期母子医療センターの
運営経費の一部を補助す
る。

（目的・理由）
ハイリスク妊産婦の妊娠・
分娩管理、ハイリスク新
生児の集中治療等を行
い、周産期医療体制の充
実を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
周産期医療体制の整備・
充実を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

同上 同上 公衆
衛生
費

公衆
衛生
総務
費

母子保健対
策費

健康福祉部 20



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

63 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
（周産期医療施
設設備整備事
業）

未定 41,859
（未定）

出産前後の母体・胎児や
新生児に対する高度で専
門的な医療に対応する周
産期母子医療センターの
機能をより強化するた
め、周産期母子医療セン
ターの設備整備費用の一
部を補助する。

（目的・理由）
ハイリスク妊産婦の妊娠・
分娩管理、ハイリスク新
生児の集中治療等を行
い、周産期医療体制の充
実を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
周産期医療体制の整備・
充実を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

地域医療
推進課

衛生
費

公衆
衛生
費

公衆
衛生
総務
費

母子保健対
策費

64 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
（小児医療施設
設備整備事業）

未定 43,040
（未定）

小児疾患、新生児疾患の
診断、治療を行う医療施
設の機能を強化するた
め、小児医療施設設備費
用の一部を補助する。

（目的・理由）
小児疾患、新生児疾患の
診断、治療を行う医療施
設を整備し、小児医療体
制の充実を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

65 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
(地域療育支援施
設運営事業)

独立行政法人国
立病院機構三重
病院
津市大里窪田町
357

31,980
(未定)

新生児集中治療管理室
（NICU）等に長期入院して
いる小児が在宅療養等に
移行するための中間施設
である地域療育支援施設
を運営する経費の一部を
補助する。

（目的・理由）
NICU等に長期入院してい
る小児が在宅療養等に移
行するための中間施設で
ある地域療育支援施設の
運営を支援し、周産期医
療体制の充実を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
周産期医療体制の整備・
充実を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

地域医療
推進課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

66 小児・周産期医
療提供体制推進
事業費補助金
(小児在宅医療・
福祉連携事業)

国立大学法人三
重大学医学部附
属病院
津市江戸橋2-174

16,954
(未定)

地域の小児在宅医療・福
祉連携体制の整備に取り
組む事業へ補助する。

（目的・理由）
地域の小児在宅医療・福
祉連携体制の整備の充
実を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

67 医療施設・避難
所耐震化整備促
進事業補助金

未定 202,400
(未定)

災害時における医療の提
供に必要な医療施設の耐
震化整備費用の一部を補
助する。

（目的・理由）
災害時において適切な医
療提供体制を維持するた
めに必要な医療機関の耐
震化を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
災害時の医療体制の整備
を図るものであり、県民の
健康的な生活のための環
境整備として公益性があ
る。

地域医療
推進課

民生
費

災害
救助
費

救助
費

災害救助事
業費

68 地域災害拠点病
院施設整備費補
助金

未定 49,845
(未定)

災害時における医療の提
供に必要な災害拠点病院
の施設整備費用の一部を
補助する。

（目的・理由）
災害時において適切な医
療提供体制の維持を図る
ために必要な災害拠点病
院の施設整備を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上

69 看護師等養成所
運営費補助金

未定 249,320
(未定)

看護師養成所の運営に
必要な経費の一部を補助
する。

（目的・理由）
看護師の確保及び教育
の充実強化を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
看護師の確保及び資質の
向上により、地域医療体制
の整備を図るものであり、
社会的効用を発生させる
ものとして公益性がある。

同上 衛生
費

医薬
費

医療
従事
者養
成費

看護職員養
成支援事業
費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

70 初期研修医定着
支援事業補助金

ＮＰＯ法人ＭＭＣ卒
後臨床研修セン
ター
津市江戸橋2-174

10,720
（未定）

初期研修医の定着を目的
として開催する事業等に
補助する。

（目的・理由）
初期研修医の確保及び
研修の充実強化を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
初期研修医の確保及び資
質の向上により、地域医療
体制の整備を図るもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

地域医療
推進課

衛生
費

医薬
費

医務
費

地域医療対
策費

71 産科医療機関確
保事業補助金

紀南病院組合立
紀南病院
南牟婁郡御浜町
阿田和4750

22,810
(未定)

産科医療機関が不足して
いる地域の分娩取扱医療
機関に対して、経営の安
定化を図るため、財政的
支援を行う。

（目的・理由）
産科医療機関が不足して
いる地域の分娩取扱医療
機関を確保することによ
り、身近な地域で安心し
て出産できる環境の整備
を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
産科医療機関が不足して
いる地域の分娩取扱医療
機関を確保するために必
要な事業であり、県民の健
康的な生活のための環境
整備として公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上

72 バディホスピタル
システム実施事
業補助金

日本赤十字社三
重県支部
津市栄町1-891

11,250
(未定)

医師の確保が困難な地
域に対しての医師派遣を
推進するため、医師派遣
にかかる経費を助成す
る。

（目的・理由）
医師の確保が困難な地
域の医療を確保する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
医師の確保が困難な地域
において、医療を確保する
ために必要な事業であり、
県民の健康的な生活のた
めの環境整備として公益
性がある。

同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

73 がん診療施設施
設整備費補助金

未定 27,641
（未定）

質の高いがん診療が可
能な医療提供体制を整備
するため、がん診療施設
の施設整備に必要な経費
の一部を補助する。

（目的・理由）
がん医療提供体制の充
実を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
がん診療施設の整備によ
り、がん医療提供体制の
充実を図るものであり、県
民の健康的な生活のため
の環境整備として公益性
がある。

健康づくり
課

衛生
費

公衆
衛生
費

予防
費

がん対策推進
費

74 がん診療施設設
備整備費補助金

未定 43,200
（未定）

質の高いがん診療が可
能な医療提供体制を整備
するため、がん診療施設
の設備整備に必要な経費
の一部を補助する。

（目的・理由）
がん医療提供体制の充
実を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上

75 がん診療連携拠
点病院機能強化
事業補助金

未定 30,000
（未定）

がん診療連携拠点病院
の機能を強化するために
必要な経費の一部を補助
する。

（目的・理由）
地域におけるがん診療連
携の円滑な実施及びがん
医療提供体制の充実を図
る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
がん診療連携拠点病院の
機能強化により、地域にお
けるがん診療連携の円滑
な実施及びがん医療提供
体制の充実を図るもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

76 施設型給付費・
地域型保育給付
費補助金

未定 未定
（未定）

特定教育・保育施設に係
る施設型給付費等の支
給に要する費用を補助す
る

（目的・理由）
特定教育・保育施設等の
設備及び運営に関する基
準を維持する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
施設型給付等を支弁する
ことにより、子どもが健や
かに成長するよう支援する
ものであり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

子育て支援
課

民生
費

児童
福祉
費

児童
福祉
総務
費

保育所事業
費

77 地域子ども・子育
て支援事業費補
助金

未定（市町） 未定
（未定）

地域子ども・子育て支援
事業（※）を実施する市町
に対して補助を行うことに
より、子ども・子育て家庭
を支援し、子育て環境の
充実を図る。
※地域子ども・子育て支
援事業
・利用者支援事業
・一時預かり事業
・地域子育て支援拠点事
業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業
・子どもを守る地域ネット
ワーク機能強化事業
・子育て短期支援事業
・子育て援助活動支援事
業
・延長保育事業
・病児保育事業
・実費徴収に係る補足給
付を行う事業
・放課後児童健全育成事
業

（目的・理由）
市町村子ども・子育て支
援事業計画に基づいて実
施される地域子ども・子育
て支援事業の実施を支援
する。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
地域子ども・子育て支援事
業を実施する市町に対し
て補助を行うことにより、
子ども・子育て家庭を支援
するものであり、県民の健
康的な生活のための環境
整備として公益性がある。

同上 同上 同上 同上 特別保育事
業費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

78 低年齢児保育充
実事業費補助金

未定（市町） 未定
（未定）

0,1歳児が定員等の１割
以上入所している私立保
育所であって、保育士の
配置基準を超えて、保育
士１人を年度当初から配
置する保育所に対して補
助する。

（目的・理由）
入所待機となることが多
い低年齢児保育の需要
に対応し、子育て環境の
向上を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
保育士の配置基準を超え
て、保育士を年度当初か
ら配置する保育所に対し
て補助することにより、入
所待機となることが多い低
年齢児の入所を支援する
ものであり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

子育て支援
課

民生
費

児童
福祉
費

児童
福祉
総務
費

特別保育事
業費

79 安心こども基金
保育基盤整備事
業費補助金

未定 未定
（未定）

保育所等の施設整備に
対して補助を行う。

（目的・理由）
国から交付される子育て
支援対策臨時特例交付
金（安心こども基金）によ
り保育所等の計画的整
備、改修等、子どもを安
心して育てることができる
体制整備を行う。

（根拠）
健康福祉部関係補助金

等交付要綱

シビルミニマム
保育所等整備事業を実施
する市町に補助を行うこと
により、受入児童数の拡大
を図るものであり、待機児
童の解消につながることか
ら、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 同上 同上 同上 保育所事業
費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

80 私立幼稚園振興
補助金

未定 未定
（未定）

私立幼稚園の教育に係る
経常的経費に対して補助
を行う。

（目的・理由）
私立学校の建学の精神
に基づいた特色ある教育
の向上への支援及び保
護者の経済的負担の軽
減を図る。

（根拠）
私立学校振興助成法
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
私立学校の建学の精神に
基づいた特色ある教育の
向上を支援するものであ
り、社会的効用を発生させ
るものとして公益性があ
る。

子育て支援
課

教育
費

私立
幼稚
園費

私立
幼稚
園費

私立幼稚園
振興費

81 認定こども園施
設整備交付金

未定 未定
（未定）

学校法人及び社会福祉
法人が設置する認定こど
も園の施設整備に対して
補助を行う。

（目的・理由）
認定こども園の設置を促
進する施設整備事業を市
町が実施するために必要
な経費について交付金を
交付する。

（根拠）
私立学校振興助成法
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
認定こども園の設置を促
進し、子どもを安心して育
てることができる体制を整
備するものであり、県民の
健康的な生活のための環
境整備として公益性があ
る。

同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

82 放課後子ども教
室推進事業費補
助金

未定 未定
（未定）

学校・家庭・地域が連携
協力し、地域住民等の参
画により、地域の実情に
応じて実施される放課後
子ども教室を市町が支援
する事業に対して補助を
行う。

（目的・理由）
放課後や週末等に小学
校内外における施設を活
用して、子どもたちの安
全・安心な活動拠点（居
場所）を設け、地域の多
様な方々の参画を得て、
子どもたちと共にスポー
ツ・文化活動等の様々な
体験活動、地域住民との
交流活動や学習活動等
の取組を推進する。

（根拠）
社会教育法
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
放課後子ども教室推進事
業費補助金等を交付する
ことにより、子どもが健や
かに成長するよう支援する
ものであり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

子育て支援
課

民生
費

児童
福祉
費

児童
福祉
総務
費

放課後子ども
教室推進事
業費

83 放課後児童クラ
ブ整備費補助金

未定 未定
（未定）

放課後児童クラブの施設
整備に対して補助を行う。

（目的・理由）
保護者が仕事等で昼間
家庭にいない小学生に対
して、放課後に学校の余
裕教室、児童館等で遊び
や生活の場を提供する体
制整備を行う。
（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
放課後児童クラブ整備を
実施する市町等に補助を
行うことにより、受入児童
数の拡大を図るものであ
り、県民の健康的な生活
のための環境整備として
公益性がある。

同上 同上 同上 同上 特別保育事
業費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

84 保育士修学資金
貸付等事業補助
金

三重県社会福祉
協議会
津市桜橋2丁目
131

100,710
（未定）

指定養成施設に就学する
学生の修学資金、潜在保
育士が保育所に就職する
ための就職準備金の貸
付事業に対して補助す
る。

（目的・理由）
保育士の資格習得をめざ
す学生の修学を支援する
ことにより、質の高い保育
士の養成確保を図る。
潜在保育士の保育所へ
の再就職を支援すること
により、保育士不足の解
消を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
保育士の確保を図ることに
より、待機児童の解消につ
ながることから、県民の健
康的な生活のための環境
整備として公益性がある。

子育て支援
課

民生
費

児童
福祉
費

児童
福祉
総務
費

保育所事業
費

85 ひとり親家庭高
等職業訓練促進
資金貸付事業補
助金

三重県社会福祉
協議会
津市桜橋2丁目
131

138,150
（未定）

高等職業訓練促進給付
金を活用して、養成機関
に在学し、就職に有利な
資格の取得をめざすひと
り親家庭の親の入学準備
金・就職準備金の貸付事
業に対して補助する。

（目的・理由）
高等職業訓練促進給付
金を活用して養成機関に
在学し、就職に有利な資
格の取得をめざすひとり
親家庭の親に対し、入学
準備金・就職準備金を貸
し付け、これらの者の修
学を容易にすることによ
り、資格取得を促進し、自
立の促進を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
ひとり親家庭の親の資格
取得を促進することによ
り、自立の促進が図られる
ことから、県民の健康的な
生活のための環境整備と
して公益性がある。

同上 同上 同上 母子
福祉
費

ひとり親家庭
等対策費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：健康福祉部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

86 児童養護施設等
整備費負担（補
助）金

未定 未定
（未定）

児童養護施設等の施設
及び設備の整備に要する
経費を補助する。

（目的・理由）
社会福祉法人等が設置
する児童養護施設等の施
設整備に要する経費を助
成することにより、施設入
所児童等の社会的自立
の促進等を図る。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
社会的養護が必要な児童
を入所させる児童養護施
設等を整備し、施設入所
児童等の処遇の向上及び
社会的自立の促進を図る
ものであり、県民の健康的
な生活のための環境整備
として公益性がある。

子育て支援
課

民生
費

児童
福祉
費

児童
福祉
施設
費

児童虐待防
止総合対策
事業費

87 児童自立支援資
金貸付事業補助
金

三重県社会福祉
協議会
津市桜橋2丁目
131

100,429
（未定）

児童養護施設退所者等
に対する自立支援資金貸
付事業を活用し、児童養
護施設等に入所中の者
及び退所した者に対し、
資格を取得するために要
する費用及び生活費等へ
の貸付事業に対して補助
する。

（目的・理由）
児童養護施設等を退所し
た者で就職した者又は大
学等へ進学した者のう
ち、保護者からの養育拒
否等により、住居や生活
費など安定した生活基盤
を築き、これらの者の円
滑な自立を支援すること
を目的とする。また、児童
養護施設等に入所中の
者等に対して、就職に必
要な資格を取得するため
に必要となる費用の貸付
を行うことで、これらの者
の円滑な自立を支援する
ことを目的とする。

（根拠）
健康福祉部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
児童養護施設等で生活し
た者及び退所した者の社
会的な自立を図るもので
あり、県民の健康的な生
活のための環境整備とし
て公益性がある。

同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：環境生活部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 三重県海岸漂着

物等対策事業補
助金

四日市港管理組合
四日市市霞二丁目
１－１

25,075
（未定）

港湾内に漂着した流木や
ごみ等の回収・処分に要す
る経費を補助する。

（目的・理由）
海岸における良好な景観
及び環境の保全を図るた
め。
（根拠）
環境生活部関係補助金
等交付要綱

公共財
四日市港管理組合が管理
する港湾区域内における
事業であるため

大気・水環
境課

衛生費 環境
保全費

環境
指導費

水環境保全
対策費

2 同上 津市
津市西丸之内２３
－１

22,400
（未定）

市内の海岸に漂着した流
木やごみ等の回収・処分
に要する経費を補助する。

同上 公共財
津市内の海岸地域で市が
行う事業であるため

同上 同上 同上 同上 同上

3 同上 鳥羽市
鳥羽市鳥羽３丁目
１－１

12,036
（未定）

市内の海岸に漂着した流
木やごみ等の回収・処分
及び発生抑制に要する経
費を補助する。

同上 公共財
鳥羽市が管理する漁港内
及び鳥羽市内の海岸地域
で市が行う事業であるため

同上 同上 同上 同上 同上

4 私立高等学校等
振興補助金

学校法人 暁学園
四日市市萱生町
238
他15法人1団体

4,706,625
(H28.6）

私立高等学校等における
経常的経費に助成する。

（目的・理由）
私立学校の建学の精神
に基づいた特色ある教育
の向上への支援及び保
護者の経済的負担の軽
減を図る。
（根拠）
私立学校振興助成法
環境生活部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
公教育の一翼を担い、学
校教育で大きな役割を果
たしている私立学校への
支援は重要である。

私学課 教育費 私学振
興費

私学振
興費

私立学校振興
費

5 私立特別支援学
校振興補助金

学校法人 特別支
援学校聖母の家学
園
四日市市波木町
330-5

142,750
(H28.7）

私立特別支援学校におけ
る経常的経費に助成する。

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

支出科目
課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
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（部局名：環境生活部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

6 私立専修学校振
興補助金

学校法人 大橋学
園
四日市市浜田町
13-29 他15法人

48,284
(H28.6）

私立専修学校における経
常的経費に助成する。

（目的・理由）
私立学校の建学の精神
に基づいた特色ある教育
の向上への支援及び保
護者の経済的負担の軽
減を図る。
（根拠）
私立学校振興助成法
環境生活部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
公教育の一翼を担い、学
校教育で大きな役割を果
たしている私立学校への
支援は重要である。

私学課 教育費 私学振
興費

私学振
興費

私立学校振興
費

7 斎宮跡普及・啓発
活動等支援補助
金

明和町
多気郡明和町馬之
上945

18,938
（Ｈ28.4）

斎宮跡体験学習施設の効
果的・効率的な普及・啓発
事業等を展開するための
経費を補助する。

（目的・理由）
斎宮歴史博物館と一体と
なり斎宮跡の活用事業、
情報発信において重要
な役割を担っている斎宮
跡体験学習施設で実施
する斎宮跡の効果的、効
率的な普及・啓発事業等
の展開を図る。
（根拠）
環境生活部関係補助金
等交付要綱

公共財
斎宮跡と斎宮歴史博物
館、斎宮跡体験学習施設
が有機的に結びつき、生涯
学習の拠点として活用され
ることは、県民文化の向上
につながるものであり、そ
の一翼を担う公共施設（斎
宮跡体験学習施設）への
経費補助は公益性の高い
ものである。

文化振興課 総務費 生活文
化費

斎宮歴
史博物
館費

斎宮歴史博物
館費
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（部局名：環境生活部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

8 石綿健康被害救
済基金への拠出

独立行政法人環境
再生保全機構
神奈川県川崎市幸
区大宮町1310番地

13,120
（Ｈ28.7）

「石綿による健康被害の救
済に関する法律」第３２条
第２項の規定により、独立
行政法人環境再生保全機
構に設置された石綿健康
被害救済基金に対して、国
が都道府県に求めた額を
拠出する。

(目的・理由）
国、県及び事業者が拠
出する石綿健康被害救
済基金から石綿健康被
害者に対して、「石綿によ
る健康被害の救済に関
する法律」に基づく医療
費等の給付を行うこと
で、石綿による健康被害
者の救済を図る。
（根拠）
石綿による健康被害の
救済に関する法律

外部（不）経済
本来、原因者が石綿健康
被害者にその損害を賠償
すべき責任を負うが、①長
い潜伏期間であること、②
石綿が広範な分野で利用
されてきたため、飛散と個
別の健康被害に係る因果
関係が立証困難であること
から、民事責任とは切り離
して救済する。

大気・水環
境課

衛生費 環境保
全費

環境指
導費

アスベスト飛
散対策事業費

9 生活基盤施設耐
震化等補助金

未定 972,514
（H29.3）

市町等が行う水道施設の
耐震化や老朽化対策及び
水道事業の広域化の取組
を支援するため、これらの
施設整備に要する経費に
対し、国交付金を財源とし
た補助を行う。

（目的・理由）
市町等が行う水道施設
の耐震化等の取組を支
援することにより、県民生
活の基盤を強化し、公衆
衛生の向上と生活環境
の改善に寄与する。
（根拠）
生活基盤施設耐震化等
交付金交付要綱
環境生活部関係補助金
等交付要綱

ナショナル（シビル）ミニマ
ム
水道は災害時においても
安定した給水を確保するこ
とが求められている重要な
社会インフラであることか
ら、災害時においても機能
を維持させるための取組を
進める必要があり、公益性
がある。

同上 同上 同上 同上 水道指導監督
費
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（部局名：環境生活部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

10 浄化槽設置促進
事業補助金

未定 147,112
（H29.3）

単独浄化槽や汲み取りか
ら合併浄化槽への転換を
行う者に対し、市町がその
設置に要する経費を助成
する場合、市町の交付額
に対し県補助（補助率１／
３・上限あり）を行う。
また、市町が配管費用等
の転換に要する経費を助
成する場合、市町の交付
額に対し県補助（１／３～１
／２・上限あり）を行う。

（目的・理由）
市町が浄化槽の計画的
整備をすることにより、し
尿と雑排水の適正な処
理を図り、生活環境の保
全及び生活衛生の向上
に寄与する。
（根拠）
環境生活部関係補助金
等交付要綱

公共財
生活雑排水の汚濁の除去
に係る分のうち、個人の努
力により削減可能な分を除
いた社会的便益に相当す
る分について公費負担す
る。

大気・水環
境課

衛生費 環境保
全費

環境指
導費

浄化槽設置促
進事業補助金

11 浄化槽市町整備
促進事業補助金

未定 91,868
（H29.3）

高度処理型合併処理浄化
槽を設置し維持管理を行う
市町に対して、起債の元金
から地方交付税措置相当
額を除いた額の１／２を県
費助成する。
単独浄化槽や汲み取りか
ら市町型合併処理浄化槽
へ転換を行う者に対し、市
町が配管費用等の転換に
要する経費を助成する場
合、市町の交付額に対し
県補助（１／３～１／２・上
限あり）を行う。

（目的・理由）
市町が設置主体となって
高度処理型浄化槽の計
画的整備をすることによ
り、し尿と雑排水の適正
な処理を図り、生活環境
の保全及び生活衛生の
向上に寄与する。
（根拠）
環境生活部関係補助金
等交付要綱

公共財
各家庭からの生活雑排水
を公共用水域に放流する
に当たり、排水の汚濁量を
減じる施設であり、社会的
便益をもたらす施設である
ため施設整備へ公費負担
する。

同上 同上 同上 同上 同上

環境生活部 4



（部局名：環境生活部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

12 隣保館整備費補
助金

四日市市
四日市市諏訪町
1-5

15,525
（H29.3)

市町が設置している隣保
館における、増改築及び
耐震、バリアフリー等の改
修工事に対して補助を行
う。

（目的・理由）
隣保館が、福祉の向上
や人権啓発の住民交流
の拠点となる開かれたコ
ミュニティーセンターとし
て、人権課題解決のため
の各種事業を行うため交
付する。
（根拠）
地方改善施設整備費補
助金交付要綱
環境生活部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
地域における人権意識向
上のための積極的な取組
に県が支援を行うことは重
要である。

人権課 総務費 生活文
化費

人権施
策推進
費

人権が尊重さ
れるまちづくり
の推進費

13 同上 松阪市
松阪市殿町1340-1

12,960
（H29.3)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

14 隣保館運営費等
補助金

桑名市
桑名市中央町2丁
目37

13,576
(H29.3）

市町が設置している隣保
館等において実施している
相談事業、啓発及び広報
活動、地域交流事業等に
対して補助を行う。

（目的・理由）
隣保館が、福祉の向上
や人権啓発の住民交流
の拠点となる開かれたコ
ミュニティーセンターとし
て、人権課題解決のため
の各種事業を行うため交
付する。
（根拠）
地方改善事業費（隣保館
運営費等）補助金交付要
綱
環境生活部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上

環境生活部 5



（部局名：環境生活部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

15 隣保館運営費等
補助金

四日市市
四日市市諏訪町
1-5

14,934
(H29.3）

市町が設置している隣保
館等において実施している
相談事業、啓発及び広報
活動、地域交流事業等に
対して補助を行う。

（目的・理由）
隣保館が、福祉の向上
や人権啓発の住民交流
の拠点となる開かれたコ
ミュニティーセンターとし
て、人権課題解決のため
の各種事業を行うため交
付する。
（根拠）
地方改善事業費（隣保館
運営費等）補助金交付要
綱
環境生活部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
地域における人権意識向
上のための積極的な取組
に県が支援を行うことは重
要である。

人権課 総務費 生活文
化費

人権施
策推進
費

人権が尊重さ
れるまちづくり
の推進費

16 同上 鈴鹿市
鈴鹿市神戸1丁目
18-18

19,682
(H29.3）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

17 同上 津市
津市西丸之内23-1

79,479
(H29.3）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

18 同上 松阪市
松阪市殿町1340-1

22,606
(H29.3）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

19 同上 伊勢市
伊勢市岩渕1丁目
7-29

19,469
(H29.3）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

20 同上 伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

52,701
(H29.3）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

21 同上 名張市
名張市鴻之台1-1

14,911
(H29.3）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

環境生活部 6



（部局名：環境生活部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

22 ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物処理基
金補助金

独立行政法人環境
再生保全機構
神奈川県川崎市幸
区大宮町1310番

10,242
(未定)

ＰＣＢ廃棄物の処理には多
額の費用が必要なことか
ら、処理費用負担能力の
小さい中小企業に助成す
るため独立行政法人環境
再生保全機構に設置され
たＰＣＢ廃棄物処理基金に
国とともに拠出する。

（目的・理由）
ＰＣＢ廃棄物処理基金か
ら中小企業の行う処理費
用の一部を補助すること
で、中小企業の負担を軽
減し、ＰＣＢ廃棄物の早
期処理を図る。
（根拠）
独立行政法人環境再生
保全機構法
環境生活部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
ＰＣＢ廃棄物の処理費用は
高額であり、中小企業者に
とっては過重な負担となる
ことから、ＰＣＢ廃棄物の処
理の推進のためには、そ
の負担の軽減が必要であ
る。また、中小企業者の処
理を推進することで、紛失
等による環境汚染の危険
性を防止することが可能と
なる。

廃棄物・リ
サイクル課

衛生費 環境保
全費

廃棄物
対策費

廃棄物適正処
理推進事業費

23 産業廃棄物最終
処分場周辺環境
整備市町補助金

四日市市
四日市市諏訪町1
番5号

30,000
(未定)

管理型産業廃棄物最終処
分場の周辺地域におい
て、住みよいまちづくりの
ために市町が行う道路整
備、緑化事業等の基盤整
備事業を支援する。

（目的・理由）
最終処分場に対する住
民の理解と協力を得られ
やすくするために、県が
支援することにより、管理
型産業廃棄物最終処分
場の周辺地域の生活環
境の整備を促進する。
（根拠）
環境生活部関係補助金
等交付要綱

ナショナル(シビル)ミニマム
管理型産業廃棄物最終処
分場は、健全な産業活動
を維持するための必要不
可欠な産業基盤であるが、
従来、周辺地域のイメージ
に、マイナスに寄与すると
捉えられている。こうした
中、処分場の整備が周辺
地域に与える負のイメージ
を払拭し、当該地域が環境
面でも十分配慮された地
域となるよう、生活環境の
整備が必要である。

同上 同上 同上 同上 同上

24 同上 伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

10,000
(未定)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

環境生活部 7



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部） (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 鉄道軌道安全輸

送設備等整備事
業費補助金

伊勢鉄道株式会社
鈴鹿市桜島町1丁
目20番地

12,000
(H28.3)

国の平成27年度補正予算
に対して、鉄道事業者が
行う輸送の安全性の向上
に資する設備の整備等に
要する経費を国と協調して
補助する。

（目的・理由）
鉄道事業者の安全な鉄
道輸送の確保を図る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

⑤シビルミニマム
地域住民にとって必要不
可欠な公共交通機関であ
る鉄道の安全性の向上を
図る。

交通政策課 総務費 地域振
興費

交通政
策費

生活交通活性
化促進事業費

2 地籍調査費負担
金

津市
津市西丸之内23番
1号

25,500
(H28.4)

県土の開発、保全、利用
の高度化に資するため、
地籍の明確化を図る場合
に補助する。

（目的・理由）
国土調査特別措置法に
基づく地籍調査にかかる
経費の一部を負担する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

①公共財
土地の境界を明確にする
ことにより、公共事業の促
進が図れるなどの公共性
を有する。

水資源・地
域プロジェ
クト課

総務費 地域振
興費

資源対
策費

県土基礎調査
推進事業費

3 同上 伊勢市
伊勢市岩渕1丁目7
番29号

26,250
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

4 同上 鈴鹿市
鈴鹿市神戸1丁目
18番18号

17,526
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

5 同上 名張市
名張市鴻之台1番
町1番地

11,781
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

6 同上 尾鷲市
尾鷲市中央町10番
43号

14,616
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

地域連携部 1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部） (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

7 地籍調査費負担
金

鳥羽市
鳥羽市鳥羽3丁目1
番1号

15,984
（Ｈ28.4）

県土の開発、保全、利用
の高度化に資するため、
地籍の明確化を図る場合
に補助する。

（目的・理由）
国土調査特別措置法に
基づく地籍調査にかかる
経費の一部を負担する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

①公共財
土地の境界を明確にする
ことにより、公共事業の促
進が図れるなどの公共性
を有する。

水資源・地
域プロジェ
クト課

総務費 地域振
興費

資源対
策費

県土基礎調査
推進事業費

8 同上 伊賀市
伊賀市上野丸之内
116番地

10,974
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

9 同上 朝日町
三重郡朝日町小向
893番地

13,944
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

10 同上 大台町
多気郡大台町佐原
750番地

22,434
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

11 同上 御浜町
南牟婁郡御浜町大
字阿田和6120番地
1

22,500
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

12 同上 紀宝町
南牟婁郡紀宝町鵜
殿324番地

18,648
（Ｈ28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

地域連携部 2



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部） (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

13 鉄道施設耐震補
強事業費補助金

近畿日本鉄道株式
会社
大阪市天王寺区上
本町6丁目1番55号

17,167
(H28.4)

鉄道事業者が行う橋梁や
高架橋の耐震補強に要し
た経費の一部を国、沿線
市町と協調して補助する。

（目的・理由）
鉄道施設の老朽化対策
を行い安全な鉄道輸送
の確保を図る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

⑤シビルミニマム
地域住民にとって必要不
可欠な公共交通機関であ
る鉄道の安全性の向上を
図る。

交通政策課 総務費 地域振
興費

交通政
策費

生活交通活性
化促進事業費

14 鉄道軌道安全輸
送設備等整備事
業費補助金

三岐鉄道株式会社
四日市市富田三丁
目22番83号

30,000
(H28.4)

鉄道事業者が行う安全性
の向上のために必要な設
備整備等に要した経費の
一部を国、沿線市町と協
調して補助する。

（目的・理由）
鉄道事業者の安全な鉄
道輸送の確保を図る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上

15 同上 同上 15,700
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

16 同上 四日市市
四日市市諏訪町1
番5号

112,552
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

地域連携部 3



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部） (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

17 鉄道軌道安全輸
送設備等整備事
業費補助金

伊勢鉄道株式会社
鈴鹿市桜島町1丁
目20番地

76,801
(H28.4)

鉄道事業者が行う輸送の
安全性の向上に資する設
備の整備等に要する経費
を国と協調して補助する。

（目的・理由）
鉄道事業者の安全な鉄
道輸送の確保を図る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

⑤シビルミニマム
地域住民にとって必要不
可欠な公共交通機関であ
る鉄道の安全性の向上を
図る。

交通政策課 総務費 地域振
興費

交通政
策費

広域鉄道維持
確保対策事業
費

18 地域交通体系整
備費補助金

伊勢鉄道株式会社
鈴鹿市桜島町1丁
目20番地

92,034
(H28.4)

伊勢鉄道が行う設備整備
等に要した経費を補助す
る。

（目的・理由）
伊勢鉄道株式会社の経
営の円滑化を図る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上

19 地域間幹線系統
確保維持費補助
金

三重交通株式会社
津市中央1番1号

210,625
(H29.3)

乗合バス事業者が運営す
る広域幹線バス路線の欠
損額及び車両購入の減価
償却費にかかる補助対象
経費に対し、国1/2、県1/2
以内の割合で補助する。

（目的・理由）
地方バス運行の維持を
図り、もって地域住民の
福祉を確保する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

⑤シビルミニマム
地域住民にとって必要不
可欠な公共交通機関であ
るバス路線の維持・確保を
図る。

同上 同上 同上 同上 生活交通活性
化促進事業費

地域連携部 4



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部） (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

20 スポーツ団体等
活性化補助金

公益財団法人三重
県体育協会
鈴鹿市御薗町1669

19,088
(H28.4)

三重県体育協会の事業に
要する経費を補助する。

（目的・理由）
三重県体育協会の事業
活動を助成することによ
り、アマチュアスポーツ
の健全な普及振興と青
少年の健全な育成を図
る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

②外部（不）経済
三重県体育協会は、本県
のアマチュアスポーツを統
轄する団体であり、当該団
体の事業活動経費を補助
することにより、アマチュア
スポーツの健全な普及振
興と青少年の健全な育成
を図るものであることか
ら、公益性を有する。

スポーツ推
進課

総務費 スポー
ツ推進
費

スポー
ツ推進
費

地域スポーツ
推進事業費

21 同上 一般財団法人三重
県武道振興会
津市栗真中山町一
色816番地の6

12,044
(H28.4)

三重県武道振興会の事業
に要する経費を補助する。

（目的・理由）
三重県武道振興会の事
業活動を助成することに
より、アマチュアスポーツ
の健全な普及振興と青
少年の健全な育成を図
る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

②外部（不）経済
三重県武道振興会は、各
種の武道大会や武道教室
を開催しており、当該団体
の事業活動経費を補助す
ることにより、アマチュアス
ポーツの健全な普及振興
と青少年の健全な育成を
図るものであることから、
公益性を有する。

同上 同上 同上 同上 同上

22 三重県競技力向
上対策本部負担
金

三重県競技力向上
対策本部
津市広明町13

130,148
(H28.4)

本県競技スポーツ水準の
向上を図るために要する
経費を負担する。

（目的・理由）
三重県競技力向上対策
本部の事業経費を負担
することにより、本県競
技スポーツ水準の向上
を効果的に推進する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

②外部（不）経済
本県競技スポーツ水準の
向上を図ることで、本県選
手がオリンピック競技大会
や国民体育大会等の国内
外の大会で活躍すること
は、県民に夢や感動を与
え、一体感の醸成につな
がるものであることから、
公益性を有する。

同上 同上 同上 同上 競技力向上対
策事業費

地域連携部 5



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部） (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

23 第76回国民体育
大会開催準備委
員会負担金

第76回国民体育大
会三重県準備委員
会
津市広明町13

45,567
(H28.4)

国民体育大会の開催準備
に要する経費を負担する。

（目的・理由）
本県スポーツの推進を
図るとともに、県民総参
加による郷土意識の高
揚及び地域づくりを進
め、あわせて全国へ向け
て本県の情報を発信す
る。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

②外部（不）経済
国体は、県民の健康増進
を図り、地方スポーツの推
進と地方文化の発展に寄
与するとともに、国民生活
を明るく豊かにしようとする
ものであることから、公益
性を有する。

国体準備課 総務費 スポー
ツ推進
費

スポー
ツ推進
費

第76回国民体
育大会開催準
備事業費

24 第76回国民体育
大会市町競技施
設整備費補助金

未定（県内市町） 28,275
(未定）

第76回国民体育大会の会
場地市町が行う競技施設
の整備事業に要する経費
を補助する。

(目的・理由）
第76回国民体育大会の
競技会場となる施設の
整備促進を図り、大会の
円滑な運営に資する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

②外部（不）経済
国体は、県民の健康増進
を図り、地方スポーツの推
進と地方文化の発展に寄
与するとともに、国民生活
を明るく豊かにしようとする
ものであることから、公益
性を有する。

同上 同上 同上 同上 同上

25 新三重武道館整
備費補助金

津市
津市西丸之内23番
1号

18,727
(未定)

津市産業・スポーツセン
ター内に整備される、新三
重武道館の整備に要する
経費の一部を助成する。

（目的・理由）
老朽化による現三重武
道館の機能移転として、
津市が行う新三重武道
館の整備を支援すること
により、本県のさらなる
武道振興に寄与する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

②外部（不）経済
新三重武道館が整備さ
れ、本県のさらなる武道振
興が図られることにより、
アマチュアスポーツの健全
な普及振興と青少年の健
全育成に寄与するもので
あることから、公益性を有
する。

同上 同上 同上 スポー
ツ施設
費

スポーツ施設
整備運営費

地域連携部 6



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：地域連携部） (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

26 離島航路整備事
業補助金

鳥羽市
鳥羽市鳥羽3丁目1
番1号

17,910
(H29.3)

離島航路事業者に対し
て、欠損額の一部を補助
する。

（目的・理由）
離島航路事業の維持改
善を図り、離島地域の振
興及び離島住民の生活
の安定と向上に資する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

⑤シビルミニマム
離島と本土を結ぶ唯一の
交通機関である離島航路
を確保する。

南部地域活
性化推進課

総務費 地域振
興費

地域振
興費

過疎・離島等
振興対策費

27 紀南中核的交流
施設整備事業支
援補助金

株式会社エムアン
ドエムサービス
大阪市中央区北浜
2丁目6番26号

285,243
(Ｈ28.4)

紀南地域の集客交流の推
進に向け、平成18年度に
公募により決定した民間
事業者が整備運営する紀
南中核的交流施設の整備
等に係る費用の一部を補
助する。

（目的・理由）
紀南地域の集客交流の
促進を図り、もって紀南
地域の振興に資する。

（根拠）
地域連携部関係補助金
等交付要綱

④市場の不完全性
東紀州地域は地域経済が
停滞し過疎高齢化が進行
するなど地域の活力が低
下しており、当地域の活性
化を図るための地域資源
を活用した集客交流の取
組には行政による関与が
必要である。

東紀州振興
課

同上 同上 同上 東紀州地域集
客交流推進事
業費

地域連携部 7



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 園芸特産物生産

振興対策事業費
補助金

多気郡農業協同組
合
多気郡明和町大字
坂本1240-3

65,000
（H28.9)

柿共同機械選果機の導
入を支援する。

(目的・理由）
輸出に対応できる機能向
上した選果機を導入するこ
とで、品質向上とコスト低
減を図り農家所得の向上
を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
採算性やリスクの観点から
民間だけでは投資が困難な
農業用機械等の導入を推進
することによって、農業の振
興、食料の安定供給につな
がることから、公益性を有す
る。

農産園芸
課

農林
水産
業費

農業
費

農作
物対
策費

農産物の生
産振興事業
費

2 造林事業費補助
金

未定 158,667
（H29.3）

植栽、下刈り、間伐等に
要する経費を補助する。

（目的・理由）
水源かん養機能又は山地
災害防止機能の維持増進
を図るためには、森林の整
備及びこれに必要な路網
の整備が必要である。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
森林整備を行うことによっ
て、水源かん養や土砂流出
防止等の森林の公益的機
能の高度発揮につながり、
社会全体が森林の公益的
機能の受益者となるため、
公益性を有する。

森林・林業
経営課

同上 林業
費

造林
費

造林事業費

3 強い水産業づくり
施設整備事業費
補助金

鳥羽市
鳥羽市鳥羽3丁目
1-1

310,561
(H28.3)

ノリの品質を維持しつつ
生産効率化を進めるた
めに、鳥羽磯部漁協が
実施する黒海苔委託加
工施設の整備に要する
経費を、県が間接補助
事業者となり補助する。

（目的・理由）
共同利用施設を整備し、
漁業者の労働時間の短
縮・品質の安定化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
採算性やリスクの観点から
民間だけでは投資が困難な
漁業用施設の整備等を進め
ることにより、漁業の振興、
食料の安定供給につながる
ことから、公益性を有する。

水産基盤
整備課

同上 水産
業費

水産
業振
興費

強い水産業づ
くり施設整備
事業費

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目番

号
補助金等の名称

補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

 

農林水産部 1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

4 ６次産業化ネット
ワーク活動整備
事業費補助金

未定 90,000
(H28.5)

農林漁業者等が行う新
商品の加工、流通、販売
に必要な施設の整備等
の６次産業化のための
経費を補助する。

（目的・理由）
農林漁業者等が流通業
者、食品事業者等の様々
な事業者等と連携しながら
行う農林水産物等の生産・
加工・流通・販売施設の整
備を支援することにより６
次産業化事業の推進を図
る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
６次産業化に資する施設の
整備は、採算性やリスクの
観点から民間だけでは投資
が困難である。また、農林漁
業者等による６次産業化へ
の取組は、地域資源の活用
や所得の向上など農山漁村
の活性化に資するものであ
ることから、公益性を有す
る。

フードイノ
ベーション
課

農林
水産
業費

農業
費

農業
振興
費

みえフードイノ
ベーション総
合推進事業
費

5 農業委員会交付
金及び補助金

未定 179,554
（H28.5)

農業委員会の適正な組
織運営及び農地制度の
円滑な実施、農地の利
用関係の調整活動、遊
休農地の解消に向けた
取組等に要する経費を
補助する。

（目的・理由）
農業委員会法等に定めら
れた農業委員会の専属的
権限に属する業務を円滑
に実施するとともに、農地
制度の適切な取組により、
地域農業の振興を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
法令に基づき設置されてい
る農業委員会は、農地の権
利移動の許可、転用の許可
等の業務を公正かつ適切に
行う必要がある。この組織を
適正に運営することにより、
優良農地の確保や農地等
の利用集積などが図られ、
農業の振興につながること
から、公益性を有する。

担い手育成
課

同上 農地
費

農地
調整
費

農業委員会
及び農業委員
会ネットワー
ク機構助成費

6 農業委員会ネット
ワーク機構負担
金及び補助金

三重県農業会議
津市栄町1丁目891

30,443
(H28.4)

農業委員会ネットワーク
機構としての業務を行う
農業会議の適正な組織
運営及び行政庁からの
意見照会に対する審
議、市町農業委員会へ
の指導・助言等に要する
経費を補助する。

（目的・理由）
農地法等で定められた業
務を適切に実施するととも
に、市町農業委員会への
指導・助言を通じて、優良
農地の確保など、県全体
の農業振興を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
法令に基づき設置されてい
る農業委員会ネットワーク機
構は、適切な業務推進を図
る必要がある。この組織を
適正に運営することは、県
全体における優良農地の確
保や農業振興等食料の安
定供給に資することから公
益性を有する。

同上 同上 同上 同上 同上

記載  

農林水産部 2



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

7 経営体育成支援
事業費補助金

未定 44,060
(H28.4)

地域農業の担い手の育
成・確保のため、地域の
認定農業者等が経営規
模の拡大や経営の多角
化等に取り組む際に必
要となる農業用機械等
の導入等について支援
する。

（目的・理由）
地域農業の発展を図って
いくためには、担い手の経
営発展を支援していくこと
が重要であるので、地域
の中心的経営体等に対
し、農業用機械等の導入
を支援する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
採算性やリスクの観点から
民間だけでは投資が困難な
高性能な農業用機械等の導
入を推進することによって、
農業の振興、食料の安定供
給につながることから、公益
性を有する。

担い手育成
課

農林
水産
業費

農業
費

農林
漁業
経営
体育
成費

地域農政推
進対策事業
費

8 担い手確保・経
営強化支援事業
費補助金

未定 60,060
(H28.4)

地域農業の担い手の育
成・確保のため、農地中
間管理事業を活用した
地域の認定農業者等が
経営規模の拡大や経営
の多角化等に取り組む
際に必要となる農業用
機械等の導入等につい
て支援する。

（目的・理由）
地域農業の発展を図って
いくためには、担い手の経
営発展を支援していくこと
が重要であるので、地域
の中心的経営体等に対
し、農業用機械等の導入
を支援する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
採算性やリスクの観点から
民間だけでは投資が困難な
高性能な農業用機械等の導
入を推進することによって、
農業の振興、食料の安定供
給につながることから、公益
性を有する。

同上 同上 同上 同上 同上

9 新規就農者総合
支援事業費補助
金

未定 250,325
（H28.5)

市町が策定する「人・農
地プラン」に位置付けら
れるなどした就農後５年
目までの新規就農者に
対して、市町が給付する
青年就農給付金の給付
に要する経費を補助す
る。

（目的）
経営が安定しにくい就農５
年目までの新規就農者に
対して、青年就農給付金を
給付することで、青年層の
新規就農者の確保を図
る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
青年の新規就農や定着を進
めることによって、地域農業
の持続的な発展につながる
ことから、公益性を有する。

同上 同上 同上 農林
漁業
担い手
対策
費

新規就農者
総合支援事
業費

農林水産部 3



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

10 農業経営近代化
資金融通事業利
子補給補助金

未定
（三重北農業協同
組合他12金融機
関）

56,809
 (H28.8)
 (H29.2)

農業者の経営改善に向
けた取組への支援を目
的とし、設備・運転資金
等に必要な資金の円滑
な融通を図るため、融資
機関に利子補給を行う。

（目的・理由）
担い手農業者等の育成・
確保を図る。
（根拠）
農業近代化資金融通法

市場の不完全性
採算性やリスクの観点から
民間だけでは投資が困難な
農業用施設・機械等の導入
を推進することによって、農
業の振興、食料の安定供給
につながることから、公益性
を有する。

担い手育成
課

農林
水産
業費

農業
費

農水
金融
対策
費

農業経営近
代化資金融
通事業費

11 農用地利用集積
特別対策事業費
補助金

未定 342,800
（H29.3)

農地中間管理機構にま
とめて農地の貸し付けを
行った地域及び同機構
に対する貸し付けに伴っ
て離農又は経営転換す
る者等に対して、協力金
を交付する市町へ補助
する。

（目的・理由）
農地中間管理機構（農地
集積バンク）を活用し、担
い手への農地集積・集約
化を進め、生産コストの低
減を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
担い手への農地の集積・集
約化を進めることによって、
農地の有効利用が図られ、
地域農業の発展につながる
ことから、公益性を有する。

同上 同上 同上 農林
漁業
経営
体育
成費

地域農政推
進対策事業
費

12 農地中間管理機
構事業費補助金

公益財団法人三重
県農林水産支援セ
ンター
松阪市嬉野川北町
530

113,014
(H28.4)

農地中間管理機構が農
地中間管理事業（農地
の貸借や売買等）を実施
する際に必要な事業費
及び業務費、市町・関係
機関との連携を図るた
めの活動費を補助する。
また、農地を集積する担
い手等を育成するため
の委託事業を実施する。

（目的・理由）
農地所有者と農業経営者
の間に、農地の賃貸借を
通じて、農地利用の再配
分を行うこと等により、経
営規模の拡大、農地利用
の集約化、その他農地の
利用の効率化及び高度化
を促進する。
また、農地を集積する担い
手等の育成のための委託
事業を実施する。
（根拠）
農地中間管理事業の推進
に関する法律

同上 同上 同上 同上 同上 農林水産業
版プラット
フォーム整備
事業費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

13 公益財団法人三
重県農林水産支
援センター業務
推進事業費補助
金

公益財団法人三重
県農林水産支援セ
ンター
松阪市嬉野川北町
530

14,684
（H28.4)

公益財団法人三重県農
林水産支援センターの
業務推進体制を強化す
るために要する経費を
補助する。

（目的・理由）
公益財団法人三重県農林
水産支援センターの実施
する事業の円滑な実施及
び業務推進体制の強化を
図り、担い手の確保・育成
及び経営基盤等の強化を
図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
公益財団法人三重県農林
水産支援センターは、農林
水産業の支援機関であり、
その推進体制の強化を進め
ることによって、地域におけ
る優良農地の確保、担い手
の育成や経営力の強化はも
とより、食料の安定供給や
地域農業の持続的な発展に
つながることから、公益性を
有する。

担い手育成
課

農林
水産
業費

農業
費

農林
漁業
経営
体育
成費

地域農政推
進対策事業
費

14 米・麦・大豆生産
総合対策事業費
補助金

伊賀北部農業協同
組合
伊賀市四十九町
1294

58,915
（H28.8)

色彩選別機の導入を支
援する。
水稲種子における色彩
選別機の導入を支援す
る。

(目的・理由）
色彩選別機を導入し、1等
米比率の向上と麦の混入
防止対策を講じることで、
価格の向上を図り、農家
の収入向上を目指す。
色彩選別機を導入し、合
格比率の向上と被害籾の
混入防止対策を講じること
で、価格の向上を図り、農
家の収入向上を目指す。
(根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
採算性やリスクの観点から
民間だけでは投資が困難な
農業用機械等の導入を推進
することによって、農業の振
興、食料の安定供給につな
がることから、公益性を有す
る。

農産園芸
課

同上 同上 農作
物対
策費

農産物の生
産振興事業
費

 文 「 る」  記載  
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

15 直接支払推進事
業費補助金

各市町 116,416
（H28.4)

経営所得安定対策の現
場段階における事業推
進や要件確認を行う事
務費等に対し必要な経
費を助成する。

(目的・理由）
国が進める経営所得安定
対策制度の的確な推進を
図る。
(根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
経営所得安定対策を推進す
ることによって、農業の担い
手の経営安定、ひいては地
域農業の持続的な発展につ
ながることから、公益性を有
する。

農産園芸
課

農林
水産
業費

農業
費

農作
物対
策費

農産物の生
産振興事業
費

16 園芸特産物生産
振興対策事業費
補助金

三重茶農業協同組
合
四日市市水沢町
2441-3

150,000
（H28.8)

荒茶冷蔵施設の導入を
支援する

(目的・理由）
茶専門農協の合併に伴う
施設稼働率及び茶の品質
向上とコスト低減を目的と
する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
採算性やリスクの観点から
民間だけでは投資が困難な
農業用機械等の導入を推進
することによって、農業の振
興、食料の安定供給につな
がることから、公益性を有す
る。

同上 同上 同上 同上 同上

17 県産食肉安定供
給施設支援事業
費補助金

株式会社三重県松
阪食肉公社
松阪市大津町上金
剛993-1

38,250
(H28.12)
(H29.3)

食肉センターの安定した
運営を確保するため、施
設維持管理等対策費を
補助する。

（目的・理由）
県南部地域の基幹食肉処
理施設である株式会社三
重県松阪食肉公社の安定
した経営の維持を通して、
安心・安全な食肉の円滑
な供給を図る。
(根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
食肉処理施設を安定して運
営するために必要な施設機
械整備への投資が大きく、
事業活動をもって賄うことが
困難であることから、公益性
を有する。

畜産課 同上 畜産
業費

畜産
振興
費

食肉センター
流通対策事
業費

 」   

      

農林水産部 6



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

18 市場機能強化対
策事業費補助金

四日市市
四日市市諏訪町1-
5

38,951
(H29.3)

食肉卸売市場の機能強
化を図るため、取扱頭数
の維持増加等経営安定
化対策に要する経費を
補助する。

（目的・理由）
県下唯一の食肉卸売市場
である四日市市食肉地方
卸売市場の活性化を支援
することにより、安心・安全
な食肉の円滑な供給を図
る。
(根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
広域を担う食肉卸売市場の
経営安定は、県畜産業の振
興と安全・安心な食肉の安
定供給に資することから、公
益性を有する。

畜産課 農林
水産
業費

畜産
業費

畜産
振興
費

食肉センター
流通対策事
業費

19 食肉処理施設再
整備事業費補助
金

同上 22,896
(H29.3)

四日市市が実施した四
日市市食肉センターの
食肉処理施設再整備費
の市債償還元金及び利
子に対して補助する。

（目的・理由）
県北部地域の基幹食肉処
理施設である四日市市食
肉センターの再整備への
支援を通して、安心・安全
な食肉の円滑な供給を図
る。
(根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
食肉処理施設を安定して運
営するために必要な施設機
械整備への投資が大きく、
事業活動をもって賄うことが
困難であることから、公益性
を有する。

同上 同上 同上 同上 同上

20 畜産施設等整備
事業費補助金

亀山市
亀山市本丸町577
紀北町
北牟婁郡紀北町紀
伊長島区東長島
769-1

250,000
（H28.6）

家畜飼養管理施設、畜
産物処理施設等の整備
について補助する。

（目的・理由）
畜産経営体を中心として
地域全体での収益力の向
上を図るため、畜産経営
体が整備する家畜飼養管
理施設や畜産物処理施設
等に対して補助する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
畜産経営体を中心とした地
域の関係者が連携すること
により、地域全体の収益力
向上や雇用の創出につなが
ることから、公益性を有す
る。

同上 同上 同上 同上 三重の畜産
成長産業化
促進事業費

 「 」  記載  

 る」  記  

 「 」  記載  

 る   
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

21 土地改良施設整
備補修事業費補
助金

三重県土地改良事
業団体連合会
津市広明町330

90,000
（H28.8）

土地改良施設の整備補
修に要する経費を補助
する。

（目的・理由）
排水機場等における施設
の機能の保持と長寿命化
等の整備を行うことで、持
続的な農業生産を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
排水機場などの機能の維持
管理を進めることによって、
食料の安定供給など農業が
有する機能が発揮されるほ
か、防災対策にもつながる
ことから、公共性を有する。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

土地
改良
費

県単土地基
盤整備事業
費

22 中山間地域等直
接支払事業交付
金

津市
津市西丸之内23-1

26,387
(H28.5）

中山間地域等における
耕作放棄の未然防止を
図るため、条件不利農
地の耕作者に対して、生
産条件格差相当額を交
付する。

(目的・理由）
中山間地域等において農
業生産の維持を図りつつ
多面的機能を確保するた
めに耕作放棄の主要因で
ある生産条件の格差を補
正する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
生産条件が平地に比べ不
利である中山間地域等の農
地の適正管理を促進するこ
とによって、農地の多面的
機能の維持増進につながる
ことから、公益性を有する。

同上 同上 同上 中山
間振
興費

中山間地域
等直接支払
事業費

23 同上 松阪市
松阪市殿町1340-1

10,889
(H28.5）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

24 同上 名張市
名張市鴻之台1-1

11,645
(H28.5）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

25 同上 亀山市
亀山市本丸町577

10,643
(H28.5）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

26 同上 いなべ市
いなべ市員弁町笠
田新田111

20,734
(H28.5）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

27 同上 伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

91,388
(H28.5）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

農林水産部 8



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

28 中山間地域等直
接支払事業交付
金

大台町
多気郡大台町佐原
750

12,750
(H28.5）

中山間地域等における
耕作放棄の未然防止を
図るため、条件不利農
地の耕作者に対して、生
産条件格差相当額を交
付する。

(目的・理由）
中山間地域等において農
業生産の維持を図りつつ
多面的機能を確保するた
めに耕作放棄の主要因で
ある生産条件の格差を補
正する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
生産条件が平地に比べ不
利である中山間地域等の農
地の適正管理を促進するこ
とによって、農地の多面的
機能の維持増進につながる
ことから、公益性を有する。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

中山
間振
興費

中山間地域
等直接支払
事業費

29 多面的機能支払
交付金

三重県農地・水・環
境保全向上対策協
議会
津市広明町330

26,923
(H28.4)

国事業である多面的機
能支払の実施要綱・実
施要領に基づき、農地・
農業用施設等の資源の
保全管理活動と生物多
様性保全、景観形成な
どの農村環境の保全の
ための活動を推進する。

(目的・理由）
農地・農業用水等は食料・
農業・農村基本計画にお
いて社会共通資本と位置
づけられており、それらを
守る多様な主体の参画が
必要となる。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
三重県農地・水・環境保全
向上対策協議会は、構成す
る市町の支援を行うととも
に、多面的機能を守る多様
な主体を推進する機関であ
り、その推進体制の強化を
進めることによって、農地・
農業用施設等の資源の保
全管理活動と生物多様性保
全、景観形成などの農村環
境の保全につながることか
ら、公益性を有する。

同上 同上 同上 農村
振興
費

多面的機能
支払事業費

30 同上 桑名市
桑名市中央町2丁
目37

49,415
(H28.4)

同上 同上 公共財
多面的機能を有する農地や
水路などの農業用施設の保
全管理を進めることによっ
て、農村環境の保全が図ら
れることから、公益性を有す
る。

同上 同上 同上 同上 同上

31 同上 いなべ市
いなべ市員弁町笠
田新田111

53,726
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

農林水産部 9



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

32 多面的機能支払
交付金

木曽岬町
桑名郡木曽岬町大
字西対海地251

31,691
(H28.4)

国事業である多面的機
能支払の実施要綱・実
施要領に基づき、農地・
農業用施設等の資源の
保全管理活動と生物多
様性保全、景観形成な
どの農村環境の保全の
ための活動を推進する。

(目的・理由）
農地・農業用水等は食料・
農業・農村基本計画にお
いて社会共通資本と位置
づけられており、それらを
守る多様な主体の参画が
必要となる。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
多面的機能を有する農地や
水路などの農業用施設の保
全管理を進めることによっ
て、農村環境の保全が図ら
れることから、公益性を有す
る。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

農村
振興
費

多面的機能
支払事業費

33 同上 東員町
員弁郡東員町大字
山田1600

32,957
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

34 同上 四日市市
四日市市諏訪町1-
5

48,738
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

35 同上 鈴鹿市
鈴鹿市神戸1丁目
18-18

55,892
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

36 同上 亀山市
亀山市本丸町577

16,439
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

37 同上 菰野町
三重郡菰野町大字
潤田1250

90,590
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

38 同上 津市
津市西丸之内23-1

135,083
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

39 同上 松阪市
松阪市殿町1340-1

144,804
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

40 同上 多気町
多気郡多気町相可
1600

30,219
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

農林水産部 10



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

41 多面的機能支払
交付金

明和町
多気郡明和町大字
馬之上945

30,515
(H28.4)

国事業である多面的機
能支払の実施要綱・実
施要領に基づき、農地・
農業用施設等の資源の
保全管理活動と生物多
様性保全、景観形成な
どの農村環境の保全の
ための活動を推進する。

(目的・理由）
農地・農業用水等は食料・
農業・農村基本計画にお
いて社会共通資本と位置
づけられており、それらを
守る多様な主体の参画が
必要となる。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
多面的機能を有する農地や
水路などの農業用施設の保
全管理を進めることによっ
て、農村環境の保全が図ら
れることから、公益性を有す
る。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

農村
振興
費

多面的機能
支払事業費

42 同上 伊勢市
伊勢市岩渕1丁目
7-29

105,672
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

43 同上 玉城町
度会郡玉城町田丸
114-2

42,278
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

44 同上 伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

159,272
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

45 同上 名張市
名張市鴻之台1-1

24,878
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

46 同上 御浜町
南牟婁郡御浜町阿
田和6120-1

11,277
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

農林水産部 11



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

47 団体営ため池等
整備事業費補助
金

菰野町
三重郡菰野町大字
潤田1250

52,000
（H28.4）

(1)ため池の点検調査に
要する経費を補助する。
(2)土地改良施設の整備
に必要となる全体実施
設計、事業費の算定及
び経済効果の算定に要
する経費を補助する。

（目的・理由）
(1)公的助成措置を講ずる
ことによりため池点検調査
を実施し、受益者以外の
住民も含めた安全度の向
上を図る。
(2)老朽化が進んでいる農
業水利施設について、長
寿命化を図る観点から、適
切な対策を実施し、施設の
健全化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
民間だけでは採算性やリス
クの観点から負担しきれな
い多額の費用を要する農業
用施設の改修等に向けた点
検調査を進めることによっ
て、農業の振興、食料の安
定供給につながることから、
公益性を有する。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

農地
防災
事業
費

団体営ため池
等整備事業
費

48 同上 津市
津市西丸之内23-1

50,000
（H28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

49 同上 伊勢市
伊勢市岩渕1丁目
7-29

30,500
（H28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

50 同上 大台町
多気郡大台町佐原
750

10,000
（H28.4）

ため池の点検調査に要
する経費を補助する。

（目的・理由）
公的助成措置を講ずるこ
とによりため池点検調査を
実施し、受益者以外の住
民も含めた安全度の向上
を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上

51 同上 玉城町
度会郡玉城町田丸
114-2

48,500
（H28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

52 同上 伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

12,500
（H28.4）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

53 団体営ため池等
整備事業費補助
金

名張市
名張市鴻之台1-1

17,250
（H28.4）

(1)土地改良施設の整備
に必要となる全体実施
設計、事業費の算定及
び経済効果の算定に要
する経費を補助する。
(2)土地改良施設の施設
整備に要する経費を補
助する。

（目的・理由）
(1)老朽化が進んでいる農
業水利施設について、長
寿命化を図る観点から、適
切な対策を実施し、施設の
健全化を図る。
(2)公的助成措置を講ずる
ことにより施設整備を実施
し、受益者以外の住民も
含めた安全度の向上を図
る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
民間だけでは採算性やリス
クの観点から負担しきれな
い多額の費用を要する農業
用施設の改修等に向けた点
検調査を進めることによっ
て、農業の振興、食料の安
定供給につながることから、
公益性を有する。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

農地
防災
事業
費

団体営ため池
等整備事業
費

54 同上 紀北町
北牟婁郡紀北町紀
伊長島区東長島
769-1

10,000
（H28.4）

土地改良施設の整備に
必要となる全体実施設
計、事業費の算定及び
経済効果の算定に要す
る経費を補助する。

（目的・理由）
老朽化が進んでいる農業
水利施設について、長寿
命化を図る観点から、適切
な対策を実施し、施設の健
全化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

55 農地農業用施設
災害復旧事業費
等補助金

未定（市町） 1,367,789
(H28.4)

異常な天然現象により
被害を受けた農地、農
業用施設、農村生活環
境施設の復旧に要する
経費を補助する。

（目的・理由）
「農林水産業施設災害復
旧事業費国庫補助の暫定
措置に関する法律（暫定
法）」に基づき、農地等の
災害を復旧し、農業の維
持を図り、あわせて、その
経営の安定に寄与する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
災害を受けた農地・農業用
施設の復旧を迅速に進める
ことによって、農地等が有す
る食料の安定供給や水源涵
養などの多面的機能の維持
増進が図られることから、公
益性を有する。

農業基盤
整備課

災害
復旧
費

農林
水産
施設
災害
復旧
費

耕地
災害
復旧
費

団体営災害
耕地復旧事
業費

56 三重用水施設管
理費負担金

独立行政法人水資
源機構
埼玉県さいたま市
中央区新都心11-2

122,814
(H28.6)

農水・上水・工水の多目
的大規模利水事業とし
て整備された三重用水
について、独立行政法
人水資源機構が直接管
理する管理費のうち、農
業用水にかかる経費を
負担する。

（目的・理由）
適切な施設管理により、農
業用水を安定的に供給し、
農業生産基盤の安定を図
る。
（根拠）
独立行政法人水資源機構
法

市場の不完全性
民間だけでは採算性やリス
クの観点から負担しきれな
い多額の費用を要する用水
供給施設の維持管理等を適
切に進めることによって、農
業の振興、食料の安定供給
につながることから、公益性
を有する。

同上 農林
水産
業費

農地
費

国営
等推
進費

国営等関連
対策事業費

57 木曽川用水施設
管理費負担金

同上 77,042
(H28.6)

農業用水の取水の安定
供給のため整備された
木曽川用水について、
独立行政法人水資源機
構が直接管理する管理
費のうち、農業用水にか
かる経費を負担する。

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

58 団体営かんがい
排水事業費補助
金

松阪市
松阪市殿町1340-1

21,801
(H28.4)

土地改良施設の整備に
必要となる全体実施設
計、事業費の算定及び
経済効果の算定に要す
る経費を補助する。

（目的・理由）
老朽化が進んでいる農業
水利施設について、長寿
命化を図る観点から、適切
な機能保全対策を実施し、
施設の機能保全を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
民間だけでは採算性やリス
クの観点から負担しきれな
い多額の費用を要する農業
用施設の適切な維持管理等
を進めることによって、農業
の振興、食料の安定供給に
つながることから、公益性を
有する。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

土地
改良
費

団体営かんが
い排水事業費

59 団体営農業集落
排水整備促進事
業費補助金

四日市市
四日市市諏訪町1-
5

27,443
(H28.4)

農業集落において、し
尿、生活雑排水を処理
する既整備施設の機能
保全等に要する経費を
補助する。（平成28年度
実施地区：四日市市水
沢東部地区、和無田地
区、四日市市地区）

（目的・理由）
農業用用排水の水質保
全、農業用用排水施設の
機能維持又は農村生活環
境の改善を図り、併せて公
共用水域の水質保全に寄
与する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
公共用水域の水質保全を図
る事業であり、民間で取り組
む可能性が無いため、公益
性を有する。

同上 同上 同上 農村
振興
費

団体営農業
集落排水整
備促進事業
費

60 同上 名張市
名張市鴻之台1-1

122,920
(H28.4)

農業集落において、し
尿、生活雑排水を処理
する施設の整備に要す
る経費等を補助する。
（平成28年度実施地区：
名張市比奈知地区）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

61 同上 いなべ市
いなべ市員弁町笠
田新田111

10,000
(H28.4)

農業集落において、し
尿、生活雑排水を処理
する既整備施設の機能
強化に要する経費を補
助する。（平成28年度実
施地区：いなべ市いなべ
市地区）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

62 団体営農業集落
排水整備促進事
業費補助金

伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

22,000
(H28.4)

農業集落において、し
尿、生活雑排水を処理
する既整備施設の機能
保全に要する経費を補
助する。（平成28年度実
施地区：伊賀市伊賀市
地区）

（目的・理由）
農業用用排水の水質保
全、農業用用排水施設の
機能維持又は農村生活環
境の改善を図り、併せて公
共用水域の水質保全に寄
与する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
公共用水域の水質保全を図
る事業であり、民間で取り組
む可能性が無いため、公益
性を有する。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

農村
振興
費

団体営農業
集落排水整
備促進事業
費

63 団体営農業集落
排水整備支援事
業費補助金

伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

19,398
(H28.4)

農業集落排水施設の整
備を支援するため、市町
の起債償還に対して支
援を行う。（平成28年度
実施地区：伊賀市依那
古地区、花垣地区）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 団体営農業
集落排水整
備支援事業
費

64 団体営農村振興
総合整備事業費
補助金

御浜町
南牟婁郡御浜町大
字阿田和6120-1

69,600
(H28.4)

農業生産基盤と農村生
活環境を総合的に整備
する事業に要する費用
に対して補助する。（平
成28年度実施地区：御
浜南部2期地区）

（目的・理由）
農業生産性の向上を図る
ため、地域の多様なニー
ズに応じた農業生産基盤
の整備とその機能の発揮
に不可欠な農村生活環境
の整備を総合的に実施す
る市町を支援する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
農業生産基盤と農村生活環
境の整備等を進めることに
より、農業・農村が有する食
料の安定供給や水源涵養、
景観の保全などの多面的機
能の維持増進が図られるこ
とから、公益性を有する。

同上 同上 同上 同上 団体営農村
振興総合整
備事業費

65 同上 紀宝町
南牟婁郡紀宝町鵜
殿324

14,700
(H28.4)

農業生産基盤と農村生
活環境を総合的に整備
する事業に要する費用
に対して補助する。（平
成28年度実施地区：紀
宝2期地区）

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

66 基幹農道整備事
業費補助金
（計画策定）

伊賀市
伊賀市上野丸之内
116

10,000
(H28.4)

農道施設の長寿命化対
策等にかかる農村地域
防災減災事業実施要綱
に基づき行う調査計画
事業に要する費用に対
して、補助する。（平成28
年度実施地区：高倉大
橋地区）

（目的・理由）
事業計画の策定を支援す
ることにより、農道施設の
長寿命化対策を推進し、
農業生産性の維持と交通
の安全性の確保を目的と
する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
農業生産基盤の保全対策を
進めることにより、地域の公
共財の長寿命化に資するこ
とから公益性を有する。

農業基盤
整備課

農林
水産
業費

農地
費

農村
振興
費

基幹農道整
備事業費

67 鳥獣被害防止総
合対策事業費補
助金

未定（県内の各地
域獣害対策協議会
等）

450,000
(H29.3)

獣害対策に取り組む県
内の地域獣害対策協議
会等に対し、侵入防止
柵の設置や既存柵の機
能向上等のハード対策
及び、有害捕獲、被害防
除、生息環境管理等の
ソフト対策への取組に要
する経費を補助する。

（目的・理由）
野生鳥獣による農作物等
への被害の軽減に向け
て、鳥獣被害防止特措法
に基づき、市町が作成した
被害防止計画による取組
を進めるため、国からの鳥
獣被害防止総合対策交付
金を活用し、総合的に支援
する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
中山間地域では、日常的に
野生鳥獣による農作物被害
を受けており、被害軽減に
向けた対策を講じることは地
域での農業生産の継続や集
落の機能維持につながるた
め、公益性を有する。

獣害対策課 同上 農業
費

農業
経営
対策
費

獣害につよい
地域づくり推
進事業費
地域捕獲力
強化促進事
業費

68 森林整備加速
化・林業再生基
金事業費補助金

未定 222,900
（H28.4）

路網の整備、森林境界
の明確化、木造公共施
設等整備等に要する経
費を補助する。

（目的・理由）
地域材の安定的・効率的
な供給体制の構築、木材
需要の創出、持続的な林
業経営の構築を図ることを
目的とする。県産材の利
用の促進を図ることで｢緑
の循環｣を維持する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
林業の持続的な発展を図る
ためには、林業の生産基盤
を整備することが不可欠で
あり、本取組は、県産材の
有効活用を促進させ、森林
の持つ公益的機能の発揮を
図るものであるため、公益
性を有する。

森林・林業
経営課

同上 林業費 林業
振興
指導
費

森林整備加
速化・林業再
生基金事業
費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

69 林業・木材産業
構造改革事業費
補助金

未定 265,000
（H28.4）

木造公共建築物の整
備、木質バイオマス利用
促進施設の整備、高性
能林業機械等の整備等
に要する経費を補助す
る。

（目的・理由）
林業の持続的な発展と、
需要構造の変化に対応し
た林産物等の供給・利用
の確保を推進するため、
競争力のある木材産地等
の形成と地域材等の安定
的な供給を図ることを目的
とする。県産材の利用の
促進を図ることで｢緑の循
環｣を維持する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
林業の持続的な発展を図る
ためには、林業の生産基盤
を整備することが不可欠で
あり、本取組は、県産材の
有効活用を促進させ、森林
の持つ公益的機能の発揮を
図るものであるため、公益
性を有する。

森林・林業
経営課

農林
水産
業費

林業費 林業
振興
指導
費

林業・木材産
業構造改革
事業費

70 造林事業費補助
金

未定 341,000
（H29.3）

植栽、下刈り、間伐等に
要する経費を補助する。

（目的・理由）
水源かん養機能又は山地
災害防止機能の維持増進
を図るためには、森林の整
備及びこれに必要な路網
の整備が必要である。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
森林整備を行うことによっ
て、水源かん養や土砂流出
防止等の森林の公益的機
能の高度発揮につながり、
社会全体が森林の公益的
機能の受益者となるため、
公益性を有する。

同上 同上 同上 造林
費

造林事業費
県単造林事
業費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

71 低コスト造林推進
事業費補助金

未定 101,250
（H29.3）

低密度な植栽等に要す
る経費を補助する。

（目的・理由）
伐採跡地の水源かん養機
能又は山地災害防止機能
の再生を図るためには、確
実に植栽が行われること
が必要である。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
植栽を確実に行うことによっ
て、水源かん養や土砂流出
防止等の森林の公益的機
能の再生につながり、社会
全体が森林の公益的機能
の受益者となるため、公益
性を有する。

森林・林業
経営課

農林
水産
業費

林業
費

造林
費

低コスト造林
推進事業費

72 県単森林環境創
造事業費補助金

未定 63,000
（H28.6）

植栽、下刈り、間伐等に
要する経費を補助する。

（目的・理由）
水源かん養機能又は山地
災害防止機能の維持増進
を図るためには、森林の整
備及びこれに必要な路網
の整備が必要である。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
森林整備を行うことによっ
て、水源かん養や土砂流出
防止等の森林の公益的機
能の高度発揮につながり、
社会全体が森林の公益的
機能の受益者となるため、
公益性を有する。

同上 同上 同上 森林
総務
費

森林環境創
造事業費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

73 林道事業費補助
金

未定 123,930
(H28.6)

森林整備に不可欠な林
道の開設や改良及び点
検診断、保全整備等に
要する経費を補助する。

（目的・理由）
森林の適正な維持管理に
よる公益的機能の高度発
揮と林産物の安定供給を
図るため林道を開設すると
ともに、輸送力の向上と通
行の安全確保等を図るた
め既設林道の改良等を実
施する。
また、林道橋の長寿命化
を図るために点検診断、補
強及び更新等を行う。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
林道は、水源かん養や土砂
流出防止をはじめとする森
林の持つ公益的機能の高
度発揮を促進する森林整備
に不可欠な施設であるととも
に、一般交通の用にも供さ
れるため、公益性を有する。

治山林道課 農林
水産
業費

林業費 林道費 林道事業費

74 林業用施設災害
復旧事業費補助
金

未定 650,000
(H29.3)

林道施設の災害復旧に
要する経費を補助する。

（目的・理由）
台風や豪雨等により被災
した林道施設を復旧し、林
道の機能回復や通行の安
全性の確保等を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

同上 同上 災害
復旧
費

農林
水産
施設
災害
復旧
費

林野
災害
復旧
費

林道施設災
害復旧事業
費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

75 みえ森と緑の県
民税市町交付金
事業費交付金

四日市市
（四日市市諏訪町１
-5）
ほか15市町

321,208
(H28.4)

地域の実情に応じて行う
以下の対策に要する経
費を補助する。
(1)土砂や流木を出さな
い森林づくり
(2)暮らしに身近な森林
づくり
(3)森を育む人づくり
(4)木の薫る空間づくり
(5)地域の身近な水や緑
の環境づくり

（目的・理由）
災害に強い森林づくり及び
県民全体で森林を支える
社会づくりを推進する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

公共財
「災害に強い森林づくり」及
び「県民全体で森林を支え
る社会づくり」は、災害時の
被害軽減や森林の公益的
機能の発揮につながり、社
会全体が森林の公益的機
能の受益者となるものであ
り、公益性を有する。

みどり共生
推進課

農林
水産
業費

林業
費

緑化
対策
費

みえ森と緑の
県民税市町
交付金事業
費

76 漁業共済（赤潮
特約）事業費補
助金

三重県漁業共済組
合
津市広明町323-1

14,414
(H28.4)

養殖共済の共済掛金の
うち純共済掛金に相当
する部分で赤潮特約に
係るものの一部を補助
する。

（目的・理由）
異常な赤潮による損失に
備えて養殖業者が加入す
る養殖共済の赤潮特約に
係る掛金の負担を軽減し、
漁業経営の安定を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

外部（不）経済
異常な赤潮の発生は生活排
水の流入等による海域の富
栄養化が主な原因であり、
本事業はこの赤潮による損
失に備える特約制度への加
入を促進し、養殖業者の経
営を安定させることで、水産
物の安定的な供給を図る事
業であり、公益性を有する。

水産経営
課

同上 水産
業費

水産
業経
営対
策費

漁業共済推
進事業費

77 漁業近代化資金
利子補給補助金

三重県信用漁業協
同組合連合会
津市広明町323-1

52,683
(H28.8)
(H29.2)

漁業者等の資本装備の
高度化と経営の近代化
に必要な資金の円滑な
融通を図るため、融資機
関に利子補給を行う。

（目的・理由）
漁業者等が必要とする施
設資金等に利子補給の助
成措置を講ずることによ
り、漁業者等の資本装備
の高度化と経営の近代化
を促進する。
（根拠）
漁業近代化資金融通法

市場の不完全性
資本装備の高度化を図るに
は多額の資金が必要であ
り、低利の資金融通等が行
われないと経営の近代化が
困難であるため、漁業の振
興や食料の安定供給の観
点から、公益性を有する。

同上 同上 同上 同上 漁業近代化
資金融通事
業費

記載   文 「 る」  記載  
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

78 漁業経営維持安
定資金利子補給
補助金

三重県信用漁業協
同組合連合会
津市広明町323-1

13,294
(H28.8)
(H29.2)

漁業者の経営再建のた
めに必要な資金の円滑
な融通を図るため、融資
機関に利子補給を行う。

（目的・理由）
漁業経営を圧迫する固定
化債務を整理するために
必要な資金に利子補給の
助成措置を講ずることによ
り、漁業者の経営再建を
促進する。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
固定化した債務を整理する
には、多額の資金が必要で
あり、低利の資金融通等が
行われないと、経営の再建
を図ることが困難であるた
め、漁業の振興や食料の安
定供給の観点から、公益性
を有する。

水産経営
課

農林
水産
業費

水産
業費

水産
業経
営対
策費

漁業近代化
資金融通事
業費

79 水産物供給基盤
機能保全事業費
補助金

南伊勢町
度会郡南伊勢町五
ケ所浦3057

26,000
(H28.4)

効率的で効果的な漁港・
漁場施設の更新を図る
ため、漁港・漁場施設の
老朽化状況を調べる機
能診断の実施及び機能
診断結果に基づく機能
保全計画の策定並びに
機能保全計画に基づく
漁港・漁場施設の保全
工事を行う市町に補助
する｡

（目的・理由）
これまでに整備されてきた
漁港・漁場施設の健全度
を把握し、計画的な修繕及
び保全工事を行うことによ
り、当該漁港・漁場施設を
長寿命化し、ライフサイク
ルコストの最小化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
漁港・漁場施設は、水産物
の安定供給のため、広く漁
業者が共同利用する公共施
設であり、施設整備には多
額の費用を要するため、国、
県の補助金によらなければ
事業実施が困難であること
から、公益性を有する。

水産基盤
整備課

同上 同上 水産
基盤
整備
費

市町営水産
物供給基盤
機能保全事
業費

80 同上 鳥羽市
鳥羽市鳥羽3丁目
1-1

25,350
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

81 同上 熊野市
熊野市井戸町796

23,250
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

82 水産物供給基盤
機能保全事業費
補助金

志摩市
志摩市阿児町鵜方
3098－22

17,500
(H28.4)

効率的で効果的な漁港・
漁場施設の更新を図る
ため、漁港・漁場施設の
老朽化状況を調べる機
能診断の実施及び機能
診断結果に基づく機能
保全計画の策定並びに
機能保全計画に基づく
漁港・漁場施設の保全
工事を行う市町に補助
する｡

（目的・理由）
これまでに整備されてきた
漁港・漁場施設の健全度
を把握し、計画的な修繕及
び保全工事を行うことによ
り、当該漁港・漁場施設を
長寿命化し、ライフサイク
ルコストの最小化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
漁港・漁場施設は、水産物
の安定供給のため、広く漁
業者が共同利用する公共施
設であり、施設整備には多
額の費用を要するため、国、
県の補助金によらなければ
事業実施が困難であること
から、公益性を有する。

水産基盤
整備課

農林
水産
業費

水産
業費

水産
基盤
整備
費

市町営水産
物供給基盤
機能保全事
業費

83 同上 紀北町
紀北町紀伊長島区
東長島
796－1

10,500
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

84 同上 津市
津市西丸之内23-1

28,650
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

85 同上 伊勢市
伊勢市岩渕1丁目
7-29

17,000
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

86 同上 四日市市
四日市市諏訪町1-
5

30,000
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

農林水産部 24



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

87 水産物供給基盤
機能保全事業費
補助金

明和町
明和町大字馬之上
945

10,500
(H28.4)

効率的で効果的な漁港・
漁場施設の更新を図る
ため、漁港・漁場施設の
老朽化状況を調べる機
能診断の実施及び機能
診断結果に基づく機能
保全計画の策定並びに
機能保全計画に基づく
漁港・漁場施設の保全
工事を行う市町に補助
する｡

（目的・理由）
これまでに整備されてきた
漁港・漁場施設の健全度
を把握し、計画的な修繕及
び保全工事を行うことによ
り、当該漁港・漁場施設を
長寿命化し、ライフサイク
ルコストの最小化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
漁港・漁場施設は、水産物
の安定供給のため、広く漁
業者が共同利用する公共施
設であり、施設整備には多
額の費用を要するため、国、
県の補助金によらなければ
事業実施が困難であること
から、公益性を有する。

水産基盤
整備課

農林
水産
業費

水産
業費

水産
基盤
整備
費

市町営水産
物供給基盤
機能保全事
業費

88 同上 尾鷲市
尾鷲市中央町10－
43

48,500
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

89 同上 松阪市
松阪市殿町1340-1

15,000
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

90 農山漁村地域整
備事業費補助金

桑名市
桑名市中央町2丁
目37

13,350
(H28.4)

地域が主体となり、地域
の柔軟な創造力を生か
し、活力ある漁村の再生
を円滑に進められるよ
う、地域のストックの有
効活用等を通じた生産
基盤と生活環境施設の
効率的な整備等を推進
する市町に補助する｡

（目的・理由）
漁港及び漁場施設の新設
又は維持、補強若しくは改
良により、施設の機能強化
と利用の増進を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

同上 同上 同上 同上 同上 市町営農山
漁村地域整
備事業費
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
公益性の判断及び理由 課（室）名

支出科目番
号

補助金等の名称
補助事業者等の氏名
及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

91 農山漁村地域整
備事業費補助金

津市
津市西丸之内23-1

61,000
(H28.4)

地域が主体となり、地域
の柔軟な創造力を生か
し、活力ある漁村の再生
を円滑に進められるよ
う、地域のストックの有
効活用等を通じた生産
基盤と生活環境施設の
効率的な整備等を推進
する市町に補助する｡

（目的・理由）
漁港及び漁場施設の新設
又は維持、補強若しくは改
良により、施設の機能強化
と利用の増進を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金等
交付要綱

市場の不完全性
漁港・漁場施設は、水産物
の安定供給のため、広く漁
業者が共同利用する公共施
設であり、施設整備には多
額の費用を要するため、国、
県の補助金によらなければ
事業実施が困難であること
から、公益性を有する。

水産基盤
整備課

農林
水産
業費

水産
業費

水産
基盤
整備
費

市町営水産
物供給基盤
機能保全事
業費

92 同上 熊野市
熊野市井戸町796

35,000
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 市町営農山
漁村地域整
備事業費

93 同上 鳥羽市
鳥羽市鳥羽3丁目
1-1

39,500
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上
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第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名

1

四日市港管理組
合県負担金

四日市港管理組
合
四日市市霞2-1-1

1,764,864
(H28.4)

港湾法の規定による港湾
管理者の業務

（目的・理由）
三重県は四日市港管理
組合の組織団体として必
要な経費を負担する。
（根拠）
四日市港管理組合規約
第１７条（経費支弁の方
法）

公共財
国際拠点港湾である四

日市港は、県内産業を支
援える物流拠点として、高
い公益性を有している。一
方、港湾施設の建設・維持
にかかるコストを、港湾使
用料等の収入のみで港湾
運営を行うことは非常に困
難であり、組織団体である
三重県からの負担金によ
る経費支弁が必要であ
る。

雇用経済
総務課

土木
費

港湾
費

港湾
諸費

四日市港関
係諸費

2

運輸事業振興助
成交付金

一般社団法人三
重県トラック協会
津市桜橋3-53-11

     498,019
(H28.9)

輸送力の確保・輸送サー
ビスの改善、安全性の確
保、環境保全対策、公共
共同施設の整備等にかか
る諸事業を行う。

（目的・理由）
産業経済や県民生活を
支える公共交通機関の
利便性の向上、基盤強
化、環境対策等を促進
する。
（根拠）
運輸事業の振興の助成
に関する法律
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

運輸事業の振興の助成に
関する法律（平成23年法
律第１０１号）に基づき、各
都道府県知事に交付する
ことが求められている交付
金である。

雇用経済
総務課

商工
費

商工
業費

商工
業総
務費

地域産業総
合事業費

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

雇用経済部 1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

3

運輸事業振興助
成交付金

公益社団法人三
重県バス協会
津市雲出長常町
1190-1

      30,966
(H28.9)

輸送力の確保・輸送サー
ビスの改善、安全性の確
保、環境保全対策、公共
共同施設の整備等にかか
る諸事業を行う。

（目的・理由）
産業経済や県民生活を
支える公共交通機関の
利便性の向上、基盤強
化、環境対策等を促進
する。
（根拠）
運輸事業の振興の助成
に関する法律
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

運輸事業の振興の助成に
関する法律（平成23年法
律第１０１号）に基づき、各
都道府県知事に交付する
ことが求められている交付
金である。

雇用経済
総務課

商工
費

商工
業費

商工
業総
務費

地域産業総
合事業費

4

日本貿易振興機
構三重貿易情報
センター負担金

独立行政法人日
本貿易振興機構
東京都港区赤坂
1-12-32

11,882
（H28. 6)

海外取引の拡大等県内中
小企業の国際化を支援す
るため、日本貿易振興機
構（ＪＥＴＲＯ）等専門機関
との連携により、個々の企
業ニーズに応じて販路開
拓等の支援、海外市場動
向・制度に関する情報の
収集・提供等のサービスを
提供する。

（目的・理由）
三重県内企業の国際化
支援のため、貿易・投資
相談及び各種経済セミ
ナー開催等を実施する
日本貿易振興機構三重
貿易情報センターの運
営に要する経費の一部
を負担する。
（根拠）
三重貿易相談所運営に
関する協定書（昭和49年
3月1日）

市場の不完全
県内産業の国際化を図る
ことは、本県経済の競争力
強化につながり、税収及び
雇用の確保に資するもの
であることから、県が支援
を行うことは適当である。

国際戦略課 商工
費

商工
業費

貿易
振興
費

海外貿易投
資促進事業
費

雇用経済部 2



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

5
技能向上対策費
補助金

三重県職業能力
開発協会
津市栄町1-954

28,600
(Ｈ28. 4）

技能の普及振興を図るた
め、客観的な技能の評価
を行う技能検定制度の普
及と充実を推進し、技能検
定及びその他技能検定試
験に関する業務を行う。

（目的・理由）
同協会が実施する技能
検定業務の適切な実施
のための支援を行う。
（根拠）
職業能力開発促進法
技能向上対策費補助金
交付要綱
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
技能検定の公正な実施及
び客観的な技能評価の普
及と充実のため、公的関
与が必要である。

雇用対策
課

労働
費

職業
訓練
費

職業
訓練
総務
費

技能尊重社
会形成事業
費

6

三重県発電用施
設周辺地域振興
事業補助金

未定（県内８市町
程度）

150,791
（H28.7）

発電用施設周辺地域の市
町が実施する企業導入及
び産業活性化のための事
業並びにスポーツレクレー
ション施設、教育文化施設
等福祉対策措置としての
公共施設整備等に対し補
助する。

（目的・理由）
電源立地地域対策交付
金を活用し、地域の活性
化、福祉の向上を図るこ
とにより、電源立地に対
する県民の理解と協力を
深める。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

公共財
地域の活性化、福祉の向
上を図ることにより、電源
立地に対する県民の理解
と協力を深めるものであ
る。

エネルギー
政策・ICT
活用課

商工
費

商工
業費

商工
業振
興費

総合エネル
ギー対策費

7

電源立地地域対
策交付金（水力
枠）

紀北町
北牟婁郡紀北町
紀伊長島区東長
島769-1

11,450
（H28.7）

既存水力発電施設の所在
する市町が実施する企業
導入及び産業活性化のた
めの事業並びにスポーツ
レクレーション施設、教育
文化施設等福祉対策措置
としての公共施設整備等
に対し補助する。

（目的・理由）
水力発電施設の所在す
る市町の地域振興を図
るため、市町が講じる措
置に対し、交付金を交付
し、水力発電施設の設置
及び運転の円滑化を図
る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

公共財
地域振興により水力発電
施設への県民の理解と協
力を深めるものである。

同上 同上 同上 同上 総合エネル
ギー対策費

雇用経済部 3



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

8

電源立地地域対
策交付金（水力
枠）

熊野市
熊野市井戸町796

10,329
（H28.7）

既存水力発電施設の所在
する市町が実施する企業
導入及び産業活性化のた
めの事業並びにスポーツ
レクレーション施設、教育
文化施設等福祉対策措置
としての公共施設整備等
に対し補助する。

（目的・理由）
水力発電施設の所在す
る市町の地域振興を図
るため、市町が講じる措
置に対し、交付金を交付
し、水力発電施設の設置
及び運転の円滑化を図
る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

公共財
地域振興により水力発電
施設への県民の理解と協
力を深めるものである。

エネルギー
政策・ICT
活用課

商工
費

商工
業費

商工
業振
興費

総合エネル
ギー対策費

9

三重県石油貯蔵
施設立地対策等
交付金

四日市市
四日市市諏訪町
1-5

112,022
（H28.7）

石油貯蔵施設の設置に
伴って整備することが必要
と認められる公共用の施
設・設備の整備に対し補
助する。

（目的・理由）
石油貯蔵施設の周辺地
域における住民の福祉
向上を図ることにより石
油貯蔵施設設置の円滑
化を図る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

公共財
住民福祉の向上により石
油貯蔵施設への住民の理
解と協力を深めるものであ
る。

同上 同上 同上 同上 石油貯蔵施
設立地対策
事業費

10

三重県再生可能
エネルギー等導
入推進基金事業
費補助金

尾鷲市 他
尾鷲市中央町10
－43 他

509,047
（H28.4)

災害応急対策の拠点とな
る施設等に、太陽光発電
など再生可能エネルギー
や蓄電池の導入を推進す
る。

（目的・理由）
災害時において災害応
急対策の拠点として機能
する施設等に、太陽光発
電など再生可能エネル
ギーや蓄電池の導入等
を支援することで、災害
に強く、環境への負荷の
少ない地域づくりを推進
する。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

公共財
国から交付される二酸化
炭素排出抑制対策事業費
等補助金により、災害応急
対策の拠点として機能す
る施設等に再生可能エネ
ルギー等を導入し、災害に
強く、環境への負荷の少な
い地域づくりを推進する。

エネルギー
政策・ICT
活用課

商工
費

商工
業費

商工
業振
興費

再生可能エネ
ルギー等導入
推進基金事
業費

雇用経済部 4



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

11

三重県産業廃棄
物抑制等研究開
発事業費補助金

未定
（県内に事業所を
置く産業廃棄物排
出事業者及び当該
事業者を組合員と
する法人格を有す
る組合）

16,000
（H28.7）

産業廃棄物排出事業者等
が自ら排出する産業廃棄
物の発生抑制・再生・減量
化を行うための研究開発
事業への補助を行う。

（目的・理由）
県内の産業廃棄物の排
出量削減を目的として、
産業廃棄物排出事業者
等が自ら排出する産業
廃棄物の発生抑制・再
生・減量化を行うための
研究開発事業への経費
の一部を助成する。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全性
産業廃棄物排出事業者等
が自ら排出する産業廃棄
物の発生抑制・再生・減量
化を行うための研究開発
事業に取り組むことは、投
資リスクが高く、行政が支
援を行うことは、環境への
負荷が少ない持続的な発
展が可能な循環型社会を
目指す観点から必要であ
り、県が支援を行うことは
妥当である。

ものづくり
推進課

商工費 商工業
費

商工
業振
興費

産業廃棄物
抑制事業費

12

三重県産業廃棄
物抑制等設備機
器整備費補助金

未定
（県内に事業所を
置く産業廃棄物排
出事業者及び当該
事業者を組合員と
する法人格を有す
る組合）

15,500
（H28.7）

産業廃棄物排出事業者等
が自ら排出する産業廃棄
物の発生抑制・再生・減量
化を行うための設備機器
の設置に対して補助をす
る。

（目的・理由）
県内の産業廃棄物の排
出量削減を目的として、
産業廃棄物排出事業者
等が自ら排出する産業
廃棄物の発生抑制・再
生・減量化を行うための
設備導入への経費の一
部を助成する。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全性
産業廃棄物排出事業者等
が自ら排出する産業廃棄
物の発生抑制・再生・減量
化を行うための設備導入
に取り組むことは、環境へ
の負荷が少ない持続的な
発展が可能な循環型社会
を目指す観点から必要で
あり、県が支援を行うこと
は妥当である。

同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 5



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

13

メイド・イン・三重
ものづくり推進事
業費補助金

未定 19,467
（H28.7）

ものづくり中小企業・小規
模企業の研究開発や技術
力の向上及び新しい市場
開拓を促進するため、県
や研究機関を中心とした
支援ネットワークを構築し
て、企業の抱える課題を
抽出することにより、経営
戦略策定から技術開発ま
で一貫して支援します。

（目的・理由）
県内企業が新規分野へ
の参入や事業拡大を目
的として行う研究開発へ
の経費の一部を補助す
る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全性
県内企業が新規参入や事
業拡大に向けた研究開発
に取り組むことは投資リス
クが高く、行政が支援を行
うことは、中長期的な県内
企業の育成を目指す観点
から必要かつ妥当である。

ものづくり
推進課

商工費 商工業
費

商工
業振
興費

中小企業高
付加価値化
促進事業費

14

高度部材イノ
ベーションセン
ター事業補助金

公益財団法人三
重県産業支援セン
ター 理事長 山
川進
津市栄町1-891

39,616
（H28.4）

県内外の研究機関、産業
支援機関、企業等との意
見交換、県内外の研究機
関、産業支援機関等との
連携強化、評価計測機器
の開放による製品開発や
技術課題の解決支援を実
施する。

（目的・理由）
高度イノベーションセン
ターを拠点に、川上産業
と川下産業の連携、大企
業と中小企業・小規模企
業の連携、多様な人材・
研究機関の交流などの
コーディネートを進め、活
力ある地域経済社会構
築に寄与する。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全性
県内の中小企業等への
コーディネート支援や人
材・研究機関間の交流な
どのコーディネートを進め
ることは新技術開発や新
事業展開を通した地域産
業の活性化や雇用確保に
つながるため。公益性を有
し、県が支援を行うことは
妥当である。

同上 同上 同上 同上 高度部材に係
る研究開発促
進事業費

雇用経済部 6



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

15

三重県中小企業
支援センター等
事業費補助金

公益財団法人三
重県産業支援セン
ター
津市栄町1-891

121,986
（H28.4)

支援体制整備事業、窓
口等相談事業、その他の
中小企業に対する支援事
業に要する経費を補助す
る。

（目的・理由）
中小企業の経営資源を
強化し、経営革新や新事
業の創出・育成等の取り
組みを促進するために
公益財団法人三重県産
業支援センターが実施す
る事業に必要な補助を
行い、活力ある地域経済
社会の構築に寄与する。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全
経営基盤の脆弱な中小

企業に対して支援を行い
自律的発展を促すことは、
地域産業の活性化や雇用
確保につながるため、公益
性を有し、県が支援を行う
ことは妥当である。

中小企業・
サービス産
業振興課

商工
費

商工
業費

経営
指導
育成
費

産業支援セン
ター事業費

16

中小企業連携組
織対策事業費補
助金

三重県中小企業
団体中央会
津市栄町1-891

109,816
(H28.4)

三重県中小企業団体中
央会が行う中小企業の組
織化、中小企業団体の育
成指導のための窓口相
談、巡回指導、専門家によ
る指導等の事業に対して
助成する。

（目的・理由）
中小企業者の連携組織
の推進と事業協同組合
等の指導育成により、中
小企業の地位の向上を
図る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全
行政が認可して設立され

た事業協同組合等が、そ
れぞれの業界の実状に即
応して最も適正な組合形
態を作り上げていくには、
経営基盤が脆弱な組合員
たる中小企業者の独力で
は困難であることから、県
と中央会が協働して取り組
んでいく必要がある。

同上 同上 同上 商工
業振
興費

中小企業連
携組織対策
事業費

雇用経済部 7



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

17

小規模事業支援
費補助金

三重県商工会連
合会 他
津市栄町1-891
他

1,368,439
(H28.4)

商工会、商工会議所、商
工会連合会が経営指導員
等を設置し、小規模事業
者等の経営・技術の改善、
発達等を図る事業（個別
相談指導、講習会開催等）
に対して助成する。

(目的・理由）
小規模事業者等の振興
と安定を図る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全
経営資源の限られた小

規模事業者の経営・技術
の改善、発達を図るために
は、小規模事業者等を指
導する商工会、商工会議
所及び商工会連合会を活
用することが最も効率的、
効果的であり、県が支援を
行うことは妥当である。

中小企業・
サービス産
業振興課

商工
費

商工
業費

商工
業振
興費

小規模事業
支援費

18

信用保証協会保
証料軽減補助金

三重県信用保証
協会
津市桜橋3-399

468,227
(H29.3)

三重県中小企業融資制度
に係る保証料の軽減に要
する当該保証料を補助す
る。

（目的・理由）
三重県中小企業融資制
度利用者の保証料の軽
減を図る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全
信用力が弱いため、民間
金融機関の融資だけでは
資金供給が充分でない中
小零細企業等に対し、県
が信用保証協会と連携し、
資金調達を補完的に支援
することは妥当であり、公
益性を有する。

同上 同上 同上 同上 経営基盤確
立事業費

19

三重県中小企業
融資制度利子補
給補助金

未定
（取扱金融機関34
行）

75,744
(H28.9)
(H29.3)

三重県中小企業融資制度
に係る利息の軽減に要す
る経費を補助する。

（目的・理由）
三重県中小企業融資制
度利用者の利息の軽減
を図る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

市場の不完全
信用力が弱いため、資金
調達コストの負担が大きい
中小企業が、経営革新や
環境保全対策等に取り組
む場合、中小企業の負担
軽減が図られるよう、民間
金融機関へ利子補給を行
い、必要な事業資金の調
達が円滑に行われるよう
支援することは妥当であ
り、公益性を有する。

同上 同上 同上 同上 経営基盤確
立事業費

雇用経済部 8



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

20

全国菓子大博覧
会・三重実行委
員会負担金

全国菓子大博覧
会・三重実行委員
会
伊勢市勢田町
628-2

30,000
（H28.4)

平成２９年４月から５月に
かけて、三重県伊勢市で
開催される第27回全国菓
子大博覧会の開催に要す
る経費を負担する。

（目的・理由）
地域文化の向上、地域
産業の振興を図るととも
に、三重県のイメージ
アップと交流人口の拡大
を図る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
第27回全国菓子第博覧会
の開催を契機に地域産業
の振興を図るためには、集
中的・広域的に展開し、情
報発信・誘客促進に取り組
むことが効果的であり、専
門性・効率性の点から県
の関与が必要である。

中小企業・
サービス産
業振興課

商工
費

商工
業費

商工
業振
興費

全国菓子大
博覧会・三重
開催支援事
業費

21

産業集積促進補
助金

シャープ株式会社
大阪府大阪市阿
倍野区長池町22-
22

400,000
(H28.9)

液晶テレビ・パネルの工場
の新設に対して補助する。
亀山工場
業種：電子部品・デバイ
ス・電子回路製造業

（目的・理由）
情報通信関連の産業集
積の核となる工場の新
規立地に対して土地取
得及び設備投資の費用
を補助することにより、当
該事業所のみならず関
連産業の集積の促進を
図る。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

同上 同上 工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

雇用経済部 9



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

22

マザー工場型拠
点立地補助金

京セラドキュメント
ソリューションズ株
式会社
大阪府大阪市中
央区玉造1-2-28

100,000
（H29.3)

マザー工場化への取組に
よる施設等の増設に対し
て補助する。
玉城工場
業種：化学工業

（目的・理由）
マザー工場化への設備
投資等に対して補助する
ことにより、雇用の確保
及び地域産業の高度化
を実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

23

同上 ＪＳＲ株式会社
東京都港区東新
橋1-9-2

100,000
(H28.12)

マザー工場化への取組に
よる施設等の増設に対し
て補助する。
四日市工場
業種：化学工業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

24

同上 ＣＫＤ株式会社
愛知県小牧市応
時2-250

109,000
(H28.12)

マザー工場化への取組に
よる施設等の増設に対し
て補助する。
四日市工場
業種：はん用機械器具製
造業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 10



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

25

マザー工場型拠
点立地補助金

第一工業製薬株
式会社
京都府京都市下
京区西七条東久
保町55

109,950
(H28.12)

マザー工場化への取組に
よる工場の新設に対して
補助する。
四日市事業所霞工場
業種：化学工業

（目的・理由）
マザー工場化への設備
投資等に対して補助する
ことにより、雇用の確保
及び地域産業の高度化
を実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

26

同上 富士電機株式会
社
東京都品川区大
崎1-11-2

40,000
(H29.3)

マザー工場化への取組に
よる工場の新設に対して
補助する。
三重工場
業種：電気機械器具製造
業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

27

同上 株式会社エクセ
ディ
大阪府寝屋川市
木田元営１-１-１

40,000
(H29.3)

マザー工場化への取組に
よる工場の新設に対して
補助する。
上野事業所
業種：輸送用機械器具製
造業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 11



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

28

マザー工場型拠
点立地補助金

株式会社イーテッ
ク
四日市市大治田
1-6-16

20,000
(H28.6)

マザー工場化への取組に
よる工場の新設に対して
補助する。
四日市工場
業種：化学工業

（目的・理由）
マザー工場化への設備
投資等に対して補助する
ことにより、雇用の確保
及び地域産業の高度化
を実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

29

成長産業立地補
助金

明成化学工業株
式会社
京都府京都市右
京区西京極中沢
町1

70,000
(H28.5)

成長産業（高度部材関連
分野）に関する施設等の
新設に対して補助する。
津工場
業種：化学工業

（目的・理由）
成長産業分野の設備投
資等に対して補助するこ
とにより、雇用の確保及
び地域産業の高度化を
実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

同上 同上 同上 同上 同上 同上

30

同上 株式会社エース
パック
大阪府大阪市天
王寺区玉造本町
8-3

100,000
(H28.8)

成長産業（食品関連分野）
に関する施設等の新設に
対して補助する。
三重工場
業種：プラスチック製品製
造業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 12



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

31

成長産業立地補
助金

プレミアムキッチン
株式会社
兵庫県小野市匠
台19

100,000
(H28.9)

成長産業（食品関連分野）
に関する施設等の新設に
対して補助する。
中部工場
業種：食料品製造業

（目的・理由）
成長産業分野の設備投
資等に対して補助するこ
とにより、雇用の確保及
び地域産業の高度化を
実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

32

同上 エイベックス株式
会社
愛知県名古屋市
瑞穂区内浜町26-
3

12,000
(H28.8)

成長産業（高度部材関連
分野）に関する施設等の
新設に対して補助する。
多度工場
業種：輸送用機械器具製
造業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

33

同上 四日市合成株式
会社
四日市市宮東町
2-1

100,000
(H29.3)

成長産業（高度部材関連
分野）に関する施設等の
新設に対して補助する。
本社四日市工場
業種：化学工業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 13



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

34

成長産業立地補
助金

日東電工株式会
社
大阪府茨木市下
穂積1-1-2

40,000
(H28.12)

成長産業（高度部材関連
分野）に関する施設等の
新設に対して補助する。
亀山事業所
業種：プラスチック製品製
造業

（目的・理由）
成長産業分野の設備投
資等に対して補助するこ
とにより、雇用の確保及
び地域産業の高度化を
実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

35

同上 株式会社丸協食
産
長崎県佐世保大
塔町2002-10

40,000
(H29.3)

成長産業（食品関連分野）
に関する施設等の新設に
対して補助する。
鈴鹿工場
業種：食料品製造業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

36

同上 ティエムティ株式会
社
四日市市山田町
800

40,000
(H29.3)

成長産業（食品関連分野）
に関する施設等の新設に
対して補助する。
本社工場
業種：食料品製造業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 14



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

37

成長産業立地補
助金

株式会社加藤製
作所 他8社
岐阜県各務原市
各務東町五丁目
82-20 他8社

50,000
(H29.3)

成長産業（航空宇宙関連
分野）に関する施設等の
新設に対して補助する。
三菱重工株式会社松阪工
場
業種：輸送用機械器具製
造業

（目的・理由）
成長産業分野の設備投
資等に対して補助するこ
とにより、雇用の確保及
び地域産業の高度化を
実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

38

同上 三菱重工業株式
会社
東京都港区湊南
2-16-5

50,000
(H29.3)

成長産業（航空宇宙関連
分野）に関する施設等の
新設に対して補助する。
松阪工場
業種：輸送用機械器具製
造業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

39

同上 中外医薬生産株
式会社
伊賀市ゆめが丘7-
5-5

20,000
(H29.3)

成長産業（ライフイノベー
ション関連分野）に関する
施設等の新設に対して補
助する。
本社工場
業種：化学工業

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 15



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

40

成長産業立地補
助金

ニュートリー株式
会社
四日市市富士町
1-122

20,000
(H28.12)

成長産業（食品関連分野）
に関する施設等の新設に
対して補助する。
本社工場
業種：食料品製造業

（目的・理由）
成長産業分野の設備投
資等に対して補助するこ
とにより、雇用の確保及
び地域産業の高度化を
実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

41

研究開発施設等
立地補助金

住友電装株式会
社
四日市市浜田町
5-28

100,000
(H29.3)

研究開発、各種試験、試
作等を行うための研究開
発施設の新設に対して補
助する。
鈴鹿製作所
業種：輸送用機械器具製
造業

（目的・理由）
研究開発施設の設備投
資等に対して補助するこ
とにより、地域産業の高
度化を実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

同上 同上 同上 同上 同上 同上

42

地域資源活用型
産業等立地補助
金

尾鷲物産株式会
社
尾鷲市林町1-33

20,000
(H29.1)

地域資源を活用した産業
等の設備投資等に対して
補助する。
本社工場
業種：食料品製造業

（目的・理由）
県南部地域の製造業又
は地域資源を活用した
産業の設備投資等に対
して補助することにより、
雇用の確保及び地域産
業の高度化を実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 16



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

43

本社機能移転等
促進補助金（仮
称）

未定 100,000
（未定）

県内への本社機能の移転
及び拡充に対して補助す
る。

（目的・理由）
本社機能を県内に移転
及び拡充する企業に対
して補助することにより、
雇用の確保及び地域経
済の活性化を実現する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

市場の不完全
企業立地の条件が他地域
より不利であることから優
遇措置を設けて企業誘致
を実現する必要がある。ま
た、立地により地域内雇用
の増加及び県内経済の活
性化が図られるため、公
益性を有する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

44

企業立地促進補
助金

未定 115,200
（未定）

成長分野への投資、及び
マザー工場、研究開発施
設の立地などに対して補
助する。

（目的・理由）
県内への企業の立地を
促進する施策を講ずるこ
とにより、産業構造の高
度化及び雇用の機会の
創出を図り、もって本県
経済の健全な発展と県
民の福祉の向上に寄与
する。
（根拠）
三重県企業立地促進条
例

同上 同上 同上 同上 同上 同上

雇用経済部 17



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：雇用経済部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由
課（室）名

45

中小企業高付加
価値化投資促進
補助金

未定 100,000
(未定)

県内中小企業者のものづ
くり基盤技術の高度化など
を目的として行う設備投資
や、地域への経済波及効
果の高い集客交流関連産
業などにおける投資に対
して補助する。

（目的・理由）
付加価値の高い商品や
サービスを創出する県内
中小企業等に対して設
備投資費に補助すること
により、県内のおける新
たな投資を促進し、雇用
の維持・創出を図る。
（根拠）
中小企業高付加価値化
投資促進補助金交付要
綱

市場の不完全
本県は企業の付加価値率
が全国的に低位にあるこ
とから、優遇措置を設けて
グローバル競争に打ち勝
つ高い付加価値を創出で
きる県内企業を育成する
必要がある。また、サービ
ス産業の分野では、付加
価値の高い新たなサービ
スを創出し集客力の向上
を図る必要がある。高い付
加価値を生み出し新たな
投資を促進することによ
り、県内経済の活性化が
図られるため、公益性を有
する。

企業誘致
推進課

商工
費

商工
業費

工業
開発
費

企業誘致・投
資促進事業
費

46

公益社団法人三
重県観光連盟事
業費補助金

公益社団法人三
重県観光連盟
津市羽所町700

10,700
（H28.4）

公益社団法人三重県観光
連盟が日本版DMO機能の
一部を担う組織へと段階
的に変革し、体制を整備し
ていくための取組や公益
性の高い一般顧客向けの
取組に要する経費の一部
を補助する。

（目的・理由）
県内観光事業の健全な
発展及び振興並びに地
域の活性化を図るととも
に健全な観光旅行の普
及発達及び国際観光の
振興の促進を図る。
（根拠）
雇用経済部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
幅広い分野の産業に関連
を持つ観光産業の活性化
につながり、ひいては県内
産業の振興に寄与するた
め、県が支援を行うことは
妥当である。

観光誘客
課

同上 同上 新産
業振
興費

国内誘客推
進事業費

雇用経済部 18



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：県土整備部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名

1

広域河川改修費
負担金

近畿日本鉄道株式
会社
大阪府大阪市天王
寺区上本町6丁目
1-55

560,000
（H28.4）

近鉄川原町駅付近連続立
体交差事業と併せて実施
する三滝川の狭窄部を解
消する河川改修事業のた
め、鉄道橋架け替え工事
に要する経費の一部を負
担する。

(目的・理由）
河川拡幅と鉄道橋の架
け替えを行うことで治水
上のネック点を解消し、
治水安全度の向上を図
る。
（根拠）
二級河川三滝川鉄道橋・
道路橋緊急対策事業に
基づく近鉄との協定書

①公共財
公共財である河川の改良
に伴い発生する経費の負
担であることから公益性を
有している。

河川課 土木費 河川海
岸費

河川改
良費

河川整備交付
金事業費

2

同和地区公共下
水道事業補助金

津市
津市殿村5

17,400
(H28.9)

対象区域において、平成9
年度から13年度までの5年
間に実施した公共下水道
事業及び特定環境保全公
共下水道事業で、国の財
政上の特別措置が講じら
れない管渠の建設に要す
る経費について、地方債の
元利償還額の一部を補助
する。
（平成13年度までの制度
で、新規採択終了）

（目的・理由）
同和地区における公共
下水道の緊急かつ計画
的な整備を促進すること
により、生活環境の改善
を図り、併せて公共用水
域の水質保全に寄与す
る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

①公共財
公共財である河川や海等
の公共用水域の水質汚濁
防止を図るものであり、公
益性を有している。

下水道課 同上 都市計
画費

下水道
事業費

下水道事業諸
費

支出科目
課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

県土整備部 1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：県土整備部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

3

中勢沿岸流域下
水道（志登茂川処
理区）関連周辺地
域環境整備事業
負担金

津市
津市殿村5

45,468
（H29.3）

志登茂川浄化センター周
辺環境整備事業を行うも
のに対し、当該事業に要す
る経費を負担する。

（目的・理由）
中勢沿岸流域下水道（志
登茂川処理区）事業建設
に伴う浄化センター周辺
地域の環境整備を促進
する。
（根拠）
中勢沿岸流域下水道（志
登茂川処理区）関連周辺
地域環境整備事業負担
金交付要綱

①公共財
公共財である河川や海等
の公共用水域の水質汚濁
防止を図るものであり、公
益性を有している。

下水道課 流域下
水道事
業費

流域下
水道事
業費

流域下
水道建
設費

下水道対策費

4

連続立体交差事
業負担金

近畿日本鉄道株式
会社
大阪府大阪市天王
寺区上本町6丁目
1-55

699,722
(H28.4)

近鉄川原町駅付近連続立
体交差事業による鉄道施
設高架化等の都市計画事
業に要する経費の一部を
負担する。

（目的・理由）
連続立体交差事業によ
る鉄道施設高架化で複
数の踏切除去を行うこと
により、交通円滑化と踏
切事故の解消を図る。
（根拠）
「都市における道路と鉄
道との連続立体交差化
に関する要綱」及び「同
細目要綱」に基づく近鉄
との協定書

①公共財
健全かつ機能的な都市形
成を目的とした都市計画道
路等の整備に係る経費の
負担であることから公益性
を有している。

都市政策課 土木費 都市計
画費

街路事
業費

街路整備交付
金事業費
県単街路事業
費

5

土地区画整理事
業補助金

鈴鹿市白江土地区
画整理組合
鈴 鹿 市 南 江 島 町
19-26

98,000
(H28.4)

都市計画事業として土地
区画整理組合等が施行す
る土地区画整理事業に要
する経費を補助する。

（目的・理由）
秩序ある都市づくりのた
めに、都市基盤整備を促
進し、健全かつ機能的な
市街化形成を図る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

①公共財
都市基盤の整備が不十分
な地区における健全な市
街地整備に寄与しており、
公益性を有している。

同上 同上 同上 土地区
画整理
費

土地区画整理
交付金事業費

県土整備部 2



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：県土整備部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

6

大規模建築物耐
震改修事業費補
助金

鳥羽市
鳥羽市鳥羽3丁目
1-1

77,444
(H28.4)

大規模建築物の耐震改修
工事に要する費用の一部
を補助する。

（目的・理由）
大規模建築物の地震に
対する安全性の向上を
図り、県民の生命、財産
を保護する。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

⑤ナショナル（シビル）ミニ
マム
災害時に避難所として活
用される大規模建築物等
は、倒壊した場合、地域全
体の避難・救助活動の低
下が懸念されるほか、不特
定多数の利用者に甚大な
被害を及ぼす恐れがある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。

建築開発課 土木費 土木管
理費

建築指
導費

建築基準法施
行費

7

住宅新築資金等
貸付助成事業（償
還推進助成事業）
補助金

名張市
名張市鴻之台1-1

10,357
(H29.2)

生活環境等の安定向上が
阻害されている地域の住
環境の整備を図ることを目
的として、住宅新築資金等
貸 付 事 業 に よ る 貸 付 を
行った市町に対し、当該貸
付事業の実施に伴う市町
の償還事務に要する経費
の一部を助成する。

（目的・理由）
貸付事業の実施に伴う
市町の財政負担につい
て、県が補助を行うこと
で、市町における貸付事
業の円滑な実施を図る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

⑤ナショナル（シビル）ミニ
マム
当該事業は、市町村及び
都道府県並びに国が一体
となり、全国の市町村にお
いて実施された事業であ
り、公益性を有している。

住宅課 同上 住宅費 住宅管
理費

住環境整備事
業費

県土整備部 3



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：県土整備部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称

8

木造住宅耐震補
強事業費補助金

津市
津市西丸の内23-1

25,500
(H28.4)

木造住宅の耐震補強工事
に要する費用の一部を補
助する。

（目的・理由）
住宅の地震に対する安
全性の向上を図り、県民
の生命、財産を保護す
る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

⑤ナショナル（シビル）ミニ
マム
現行の耐震基準を満たし
ていない木造住宅は地震
による倒壊の危険性が高
く、大規模災害時に甚大な
被害を及ぼす恐れがある
とともに、倒壊による道路
閉塞等により緊急車両等
の通行・活動に支障をきた
すなど、地域全体の被害
が拡大する恐れがある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。


住宅課 土木費 
住宅費 住宅管
理費

住まい安心支
援事業費

9

同上 四日市市
四日市市諏訪町1-
5

11,000
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

10

同上 鈴鹿市
鈴鹿市神戸1丁目
18-18

13,500
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

11
同上 亀山市

亀山市本丸町577
20,000
(H28.4)

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

県土整備部 4



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：教育委員会）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 全国・ブロック高

等学校等体育大
会派遣費補助金

三重県高等学校
体育連盟
鈴鹿市稲生町
8232-1

52,112
(H28.4)

高等学校等の全国及びブ
ロック体育大会へ生徒を
派遣するために要する経
費を補助する。

（目的・理由）
高等学校等の生徒を県外
の体育大会へ派遣すること
により、スポーツ水準の向
上と運動部活動の活性化を
図る。

（根拠）
教育関係事業補助金等交
付要綱

高等学校等の生徒を県外
の体育大会へ派遣する経
費を補助することにより、
県内スポーツ水準の向上
を図るものであり、公益性
を有する。

保健体育課 教育費 保健体
育費

体育振
興費

運動部活動支
援事業費

2 平成30年度全国
高等学校総合体
育大会準備負担
金

平成30年度全国
高等学校総合体
育大会三重県実
行委員会
津市広明町13

31,853
（H28.4)

平成30年度全国高等学
校総合体育大会の開催
準備に要する経費を負担
する。

（目的・理由）
高校生に、広くスポーツに
係わる機会を享受するとと
もに、運動部活動が充実す
ることで、本県選手が活躍
し、県民に夢や感動を与え
る。あわせて、全国に向け
て本県の情報を発信する。

（根拠）
教育関係事業補助金等交
付要綱

高校生の活躍は、高等学
校の運動部活動の活性化
に繋がるだけでなく、小中
学生にも大きな刺激と目
標を与えるとともに、ス
ポーツを通じて県民の一
体感や活力の醸成に繋が
るものであることから、公
益性を有する。

保健体育課 教育費 保健体
育費

体育振
興費

平成30年度全
国高等学校総
合体育大会開
催準備事業費

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

教育委員会 1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：教育委員会）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

3 文化財保護事業
補助金

明和町
多気郡明和町大
字馬之上945

21,681
(H29.3)

文化財の所有者、管理団
体、保護関係団体及び市
町が実施する文化財の保
存・活用事業及び保存施
設整備に要する経費の一
部を負担する。

（目的）
指定文化財等の保存及び
活用事業に対して財政的支
援を行い、その適切な保存
及び活用を図る。

（理由）
事業者の負担を軽減するこ
とで、保存及び活用事業を
行いやすくし、文化財等が
適切に保存され、県民共有
の財産として活用されること
につながる。

（根拠）
教育関係事業補助金等交
付要綱

文化財は、わが国の歴
史、文化等を正しく理解
し、将来の文化の向上発
展に資する重要なもので
あり、その保存及び活用事
業を支援することは公益性
を有する。

社会教育・
文化財保護
課

教育費 社会教
育費

文化財
保護費

文化財管理費

4 文化財保護事業
補助金

公益財団法人諸
戸財団
桑名市太一丸18

22,685
(H29.3)

文化財の所有者、管理団
体、保護関係団体及び市
町が実施する文化財の保
存・活用事業及び保存施
設整備に要する経費の一
部を負担する。

（目的）
指定文化財等の保存及び
活用事業に対して財政的支
援を行い、その適切な保存
及び活用を図る。

（理由）
事業者の負担を軽減するこ
とで、保存及び活用事業を
行いやすくし、文化財等が
適切に保存され、県民共有
の財産として活用されること
につながる。

（根拠）
教育関係事業補助金等交
付要綱

文化財は、わが国の歴
史、文化等を正しく理解
し、将来の文化の向上発
展に資する重要なもので
あり、その保存及び活用事
業を支援することは公益性
を有する。

社会教育・
文化財保護
課

教育費 社会教
育費

文化財
保護費

文化財管理費

教育委員会 2



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名： 病院事業庁）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
1 政策的医療交付

金
公益社団法人地
域医療振興協会
東京都千代田区
平河町二丁目６番
３号

484,703
（未定）

三重県立志摩病院（以下「志
摩病院」という。）の指定管理
者である公益社団法人地域医
療振興協会が志摩病院におい
て政策的医療を実施するため
の経費として交付金を交付す
る。

（目的・理由）
地方公営企業法等で定める一般会
計が負担すべき経費として当該交付
金を指定管理者に交付することで安
定的な政策的医療の実施を担保す
る。
（根拠）
三重県立志摩病院の管理に関する
基本協定

ナショナル（シビル）ミニマム
志摩地域の中核病院である県立
病院として指定管理者制度導入
後においても県民に良質で満足
度の高い医療を安定的、継続的
に提供するためのものであり、公
益性がある。

県立病院
課

病院
事業
費用

医業
費用

経費
（交付金）

2 経営基盤強化交
付金

同上 99,488
（未定）

三重県立志摩病院（以下「志
摩病院」という。）の指定管理
者である公益社団法人地域医
療振興協会（以下「協会」とい
う。）が志摩病院の管理業務を
行うにあたって、効率的な運営
を行ってもなお協会の管理業
務に係る損益計算書上の経常
損失が生じる場合に、協会の
経営基盤を強化するための交
付金を交付する。

（目的・理由）
指定管理者の経営基盤の強化を図
ることにより、県立病院としての安定
した医療の提供を確保する。
（根拠）
三重県立志摩病院の管理に関する
基本協定

同上 同上 同上 同上 同上

3 特例措置交付金 同上 29,912
（未定）

三重県を退職した後に引き続
き公益社団法人地域医療振興
協会（以下「協会」という。）の
職員となって三重県立志摩病
院（以下「志摩病院」という。）
に勤務する職員（以下「移行職
員」という。）に対する給与の特
例措置を実施するために、協
会が移行職員に支給する経費
として交付金を交付する。

（目的・理由）
移行職員に対する給与の特例措置
を実施することにより指定管理者制
度導入後の志摩病院の円滑な病院
運営に必要な職員の確保を図る。
（根拠）
・三重県から指定管理者に身分移行
する職員（医師を除く）に対する給与
の特例措置に関する覚書
・三重県から指定管理者に身分移行
する医師に対する給与の特例措置
に関する覚書

同上 同上 同上 同上 同上

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由

病院事業庁 1


